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質 問 者  質  問  事  項  質  問  の  要  旨 

首藤萬壽美 １． 高齢者福祉について 

 （町独自の今後の取り組

みは） 

①介護実態調査の実施は行っていますか。 

②認知症サポーター養成の取り組みは。 

③自宅での介護負担に対しての軽減措置は。 

１．職員採用について ①団塊世代の今日、毎年退職者が多数出てい

るが、職員採用について、どのような計画

を立てているのか。 

２．旧築城町役場及び現築

城支所について 

①旧築城町役場の解体と跡地利用について 

②支所勤務職員に問う。 

 現築城支所の機能性は？ 

３．築城基地について ①今日、沖縄県では米兵による事件や事故な

どの諸問題が多数発生しているが、米軍再

編についてどのように考えているのか？ 

吉元 成一 

４．一般住宅に引き込む水

道の敷設について 

①水道管を引き込む場合の条件等について 

１．町有地未登記問題につ

いて 

①処理状況と今後の方針 

２．町総合計画について ①総合計画の実施状況 

３．職員給与の内容について ①給料表について 

宮下 久雄 

４．高齢者生きがい対策に

ついて 

①高齢者生きがい教室が平成２０年度で廃止

となると言うことについて 

１．町づくりについて ①歴史・文化財産等の整備について 

２．ホームページの活用に

ついて 

①ホームページの更新体制がどうなっている

のか。 

塩田 文男 

３．電算システムについて ①電算経費の導入時と現在までの経費比較に

ついて 

②契約内容と今後の考えについて 

塩田 昌生 １．各小中学校施設の是正

改善について 

①平成１８年９月議会で質問した運動場は現

在整備中であったが講堂横の水路は下水路

に変わっている。検討し改善できないか。

また、築城中学校の屋上は特に地震等があ

れば崩れる恐れがあるので、新校舎を作る

計画がありますか。それとも、統合を考え

ているのか。 

１．米軍再編問題について ①再編交付金の使用内容（内訳）と現在の状

況についてお聞きしたい。 

２．築上町のホームページ

について 

①町の関係団体の紹介や色々な情報等を増や

す事はできないのかお聞きしたい。又、情

報の更新等はどのようにしているのか。 

武道 修司 

３．教育方針について ①平成２０年度の教育方針についてお聞きし

たい。また、中期・長期の計画等があれば

教えて頂きたい。 

 

西口 周治 １．下水道をはじめとする

環境対策について 

①町全域の計画について 

②町住などの下排水について 

③牧ノ原キャンプ場の排水について 
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２．住宅施策について ①民間活力を活かすには、どう考えている

か。また、凍結している団地（一丁畑・東

八田）等の整備は。 

②民間に対する補助的なものは考えないか。 

田村 兼光 １．地域開発について ①道路の認定について、築城養護学校周辺の

下渡り橋から二口に通じる土手（堤防）を

開発する計画はあるのか。 

１．教育問題について ①全国学力テストについて 

②小中学校の普通教室への冷暖房設置につい

て 

２．原油高等による農・水

畜産業者への支援につ

いて 

①助成の考えは 

３．子育て支援について ①病児・病後児保育の取り組みについて 

②子どものインフルエンザ予防接種無料化に

ついて 

４．後期高齢者医療制度に

ついて 

①福岡県後期高齢者医療広域連合議会の審議

内容について 

西畑イツミ 

５．医療費の減免制度につ

いて 

①減免申請の条例化について 
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午前10時00分開議 

○議長（成吉 暲奎君）  皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は１６名です。定足

数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（成吉 暲奎君）  日程１、一般質問です。 

 これより順番に発言を許します。 

 一般質問は１３人の届け出があり、本日の質問者は７人をめどとしています。なお、時間の余

裕があれば質問者を追加して行いますので御了承ください。 

 また、質問は前の質問者席から行ってください。また、答弁者は所属と氏名をつけて発言して

ください。よろしくお願いいたします。 

 それでは１番目に、１番、首藤萬壽美議員。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  厚生文教の首藤萬壽美です。通告に従って質問を行いたいと思い

ます。 

 現在、高齢化社会が随分と進んできております。築上町の中で、介護を受ける介護実態調査と

いうものを年間に何回とか、そういうことを実態調査を行っているかどうかを最初にお尋ねいた

します。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉留課長。 

○高齢者福祉課長（吉留 正敏君）  高齢者福祉課の吉留です。 

 お尋ねの介護実態調査につきましては、行ったことがございません。介護実態調査については

行っておりません。 

○議長（成吉 暲奎君）  はい。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  介護実態調査を築上町が行ってないということですが、現在介護

保険が始まってからもう８年余り過ぎております。 

 しかし、広域連合に築上町は入っているということで、介護の実態をなかなか町行政としては

つかみ得てないところがあります。介護保険のそもそもの始まりは、自宅介護の負担の軽減のた

めにということで、国が定めた介護保険法だと思ってるんですが、今のところ現在のやり方では、

自宅介護をしているところの負担軽減には、決してなっていないというのが、ちまたで見ている

と見受けられます。（発言する者あり） 

○議長（成吉 暲奎君）  はい、続けてください。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  続けます。 

○議長（成吉 暲奎君）  はい。 
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○議員（１番 首藤萬壽美君）  というところで、いくら広域連合が介護保険の分をやってるとは

いえ、行政で介護実態を把握していくことは必要だと思うんですが、やっていないということは、

これは町長必要じゃないと思われてやらないんでしょうか。町長にお尋ねします。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  介護実態という形で、これは当然町は把握すべき問題だろうと私は考え

ておりますけど、なかなかやっぱり今、介護事務というのが全部今連合で支部という形になって、

認定事務なんかは全部支部の方で行っております。 

 そういう考え方から、やっぱり今連合ができたという形になれば、これは市町村が共同で連合

をつくって事務を共同で行うという形になれば、効率的な形で、連合で今行われておるというの

が現実なんです。 

 だから、本来なら、私は、先ほど申したように、家庭介護、これがやっぱり私は基本だろうと

思っておる。従前、やはりこういう制度のもとで、社協の方で、旧椎田町でございますけれども、

いわゆる点数、ポイント制で地域で介護した方は点数ためて、それは自分がそういう介護を受け

るときには、介護はしてもらえるという地域福祉、これがようやくクローズアップされてまいり

ました。昔の日本は、やはり地域によってそれぞれ助け合いをやってきたという経過が、歴史的

な経過がございます。それが欧米化といいますか、金さえ出せば何でもしてもらえるという考え

方に変わってきたのは昨今でございます。 

 そういう形の中で、日本のやっぱりいい伝統を、再度私は復活しながら、地域福祉という問題

に取り組みながら、今築上町が自治会という制度のもとに、やっぱりいいいろんな形で自治会の

取り組みをしていただいておりますんで、地域の福祉がある一定限度前進できればいいんではな

いかなと、このように考えておるところでございます。 

 そのためには、やはり把握は必要だろうと考えています。 

○議長（成吉 暲奎君）  はい。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  介護実態調査を、今後もどうかした形でやっていっていただきま

して、今いみじくも町長が言われましたように、地域福祉の重要性ということを、これから考え

ていかなければならないと思います。地域福祉の重要性を唱えるならば、行政がまずその先頭に

立ってやらなければならない。そうなりますと、やはり介護実態調査を行うのが必要だと思われ

ますので、今後そういうことを担当課の方でも考えてみてください。 

 続きまして、認知症サポーター養成の取り組みということを上げてますが、この認知症サポー

ターというのは、国の方で５年前に地域の認知症の高齢者、これは認知症というのは高齢者の方

だけでなく、アルツハイマー病というのになりますと、三十五、六歳からかかる方もおられるよ

うです。過去、私の近くの高齢者の方で行方不明になってお亡くなりになったり、また何時間後

に宇佐の方で見つかったとかというような事例もたくさんあります。 
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 認知症の方は、一番困難なのは、介護認定では認知症はほとんど要支援か介護１なんです。と

申しますのは、介護認定の方が来られたときに、御自分で立てますか、御自分で服の着脱はでき

ますか、食事は１人でできますか、あの項目を町長見られたことありますでしょう。あの項目ほ

とんど身体的なことばっかり書いてるんです。そうすると、認知症の方の介護度というのは非常

に低い、ところが認知症の高齢者の方を抱えた家庭というのは、２４時間その方を見守らなけれ

ば行方不明になったり、徘徊ぐせのある認知症の方なんかは、そういうことが往々にしてあるわ

けです。 

 で、それと一つは、恥ずかしいという気持ちが家族の中にあって、認知症をなかなか認めたが

らない。今は認知症も進まないように、なるべく早いうちに発見できれば、薬で抑えることも可

能になってきております。ところが、認知症に対する認識が、行政もしかることながら、介護保

険の方も、また家族の方も、地域の方もなかなか認知症というのを把握してないんです。 

 で、国が認知症のサポーター養成を５年ぐらい前から行っておりますが、そのことは担当課は

御存じでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉留課長。 

○高齢者福祉課長（吉留 正敏君）  厚生労働省が認知症を知り地域をつくるキャンペーンという

ことで、平成１７年から５年間で１００万人のサポーターを養成するという制度だと思います。 

 これにつきましては、今回首藤議員から御質問があるまで私は知りませんでした。 

 で、質問事項を知りましてから、調べて見ましたけれども、１７年からキャンペーンが始まっ

ているわけですけれども、まだ全国で２７万人の養成しかできてない。で、福岡県内に限ってみ

ますと、福岡県と６つの市で既に取り組まれておりまして、現在県内で約９,０００人の方がサ

ポーターとして登録しているという状況だと思います。近隣では、行橋市が一番進んでおりまし

て３８名の、いわゆる講師の方、メイトです、という方がいらっしゃるというふうに聞いており

ます。ただそれ以外ではほとんど、このまだキャンペーンが周知されてなくて、本町も含めて周

知されてなくて、養成が出てないという状況だと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  首藤議員。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  今担当課長が申し上げましたように、国がこういうことをやろう

ということになっても、なかなか地方の方には行き届かないというところがあります。 

 この認知症サポーターというのは、そんなにお金かからないんです。行政がまずやっていただ

きたいことは、認知症サポーターを養成するキャラバンメイトという講師役の、結局講師を務め

る人の養成講座を開講していただくということが、まず第一に取り上げてしていただきたいこと

なんです。これは多分国の補助金があります。国の補助金でできるはずなんですが、そういうこ

とをやはりいち早く取り入れて、高齢者の方の福祉の問題は、本当年を追ってどんどんどんどん

進んでいっておりますので、そういうところを早め早めに、やはり国がせっかく上げてきたもの
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をやらないということもおかしいと思うんですが、サポーターのキャラバンメイトの養成講座を

開講するというようなお気持ちが町長ございますか、お尋ねします。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  いい案でございまして、非常に財政状況逼迫しとるときでございますけ

ど、県の補助金か国の補助金ですか、そういうものを勘案しながら、町費がどれだけいるのか、

ちょっと今、私も初めて、この問題聞いたわけでございますけど、担当課長もそうだったんだと

思うということで、前向きに検討さしてもらいたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  首藤議員。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  町長の答弁には、いつも財政が逼迫してる財政が逼迫してる、も

う言われなくてもわかっておりますので、結構なんですが、せめてこういう国が上げて取り組も

うとしてる事業がありましたら、いち早くやはり取り入れて、町長がいつも言われてますように

自治会を単位として、いろんな形で地域での助け合いができるということを、助け合いができる

んならば、そのできるようにそういうキャラバンメイトの養成をして、そしてサポーターをちゃ

んとつくる。 

 で、サポーターの人たちはボランティアで動くわけですから、お話し相手になったりとか、そ

この高齢者の方たちの様子を見守るという形のキャラバン、認知症サポーターというのができあ

がっていくわけですから、これは決して恥ずかしがることでもないし、認知症というのは一つの

病気ですから、今ここにおられる方でもだれがかかるかもわからないんですから、それをやはり

地域で支えていこうという組織、それとそういうグループをちゃんとつくるべきだと思いますの

で、早速取りかかっていただきたいと思いますが、担当課長お願いいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉留課長。 

○高齢者福祉課長（吉留 正敏君）  まず、サポーターになるには、住民の方にこの制度の趣旨を

十分理解していただかなければなりませんので、一定の講習を受けていただくということが前提

になりますから、住民の方々にこの制度の趣旨を十分周知していただいた上で、認知症の御本人

とその御家族の方が安心して暮らせるように、高齢者福祉課としても取り組んでまいりたいと思

います。 

○議長（成吉 暲奎君）  首藤議員。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  では、前向きに取り組んでいただくということで、この質問に対

しては終わります。 

 続きまして、自宅での介護の負担の軽減をどのように考えているかということなんですが、私

大変申しわけないんですが、昨年の７月の選挙で築上町の議員になったばかりで、築上町の広域

連合に対する考え方がよくわからないんですけれども、広域連合にいかれてるのは町長だけです

か。広域連合の組織の中に行って、物を言うことができるのは。 
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○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  一応支部には、私と議長が支部の運営には出ております。あと議員とし

ては、私が連合の議員ということで、出ていっておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  首藤議員。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  広域連合の委員として行かれているのが、町長と議長だと言われ

ましたが、じゃあ、町長や議長は築上町での自宅での介護実態を把握しておられるんでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  件数事態は把握しておりませんけど、制度ということで自宅介護の制度

は月２万円ということで支給をしております。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  いいえ、それと違います。介護認定の内容です。 

○町長（新川 久三君）  ああ、介護認定の内容。内容は、自宅で介護されてる人は、ほとんど認

定されてないというのは、私は現状だと。 

 というのが、今連合では、いわゆる介助員を、いわゆる訪問して介助する、もしくは施設を利

用すると、これで自宅で家族が介護するというのは認めてないわけでございます。だから、そう

いう形の中で、本来なら自宅介助、家族による介助を、連合も私は認めて、それに対してやるべ

きだろうと、このように考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  首藤議員。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  広域連合の方が自宅介護を認めていないというのは、要するに施

設優先という考え方なんでしょうか。それはおかしいんじゃないですか。介護保険そのものが自

宅介護の負担軽減のために、介護保険という制度をつくるということを国が上げてきたことに対

して、広域連合がそういうやり方をしてるんだったら、どうして物を言ってくれないんですか、

言ってください、そういうところを、もう少し。自宅の中でみんな苦労して、一生懸命施設に入

らずに、家族の人たちが懇親を込めて介護をしてることに対して、それを介護保険の方が認めな

いということは、絶対おかしいことですから、それに対してやっぱり町長や議長は行かれてるん

でしたら、ちゃんと物を申してもらわないと、それだったら私が行きますよ、行って言いますよ。

お願いします、言ってください。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  基本は、私も今首藤議員の言うとおりです。自宅介助についてもこれは、

いわゆる保険の適用すべきだろうということは、常日ごろ私言っておるんですけど、まだそこま

で連合には浸透しないというのは、現実でございまして、これはそういう形の中で今町単事業で、

介助手当というのを、連合が始まる前から制度ございましたけれど、この制度を存続しておると、

こういう状態でございます。 
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 だから、強く連合には自宅介助の家族の介助についても保険の対象にすべきだというふうな声

は、私は出しております。 

○議長（成吉 暲奎君）  首藤議員。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  今町長が言われました２万円というのは、自宅介護支援で２万円

町が出されてることですよね。でも、それは町内に住んでいる親と、町内にいる子供さんだけに

しか町長は出してません。築城町のときは、町内にお年寄りがいて、隣町の行橋にお嫁に行った

娘さんが介護に来ててもちゃんと２万円支給してくれてたんですが、築上町では隣町、例えば豊

津や行橋に住んでる娘さんたちが介護に来ても、それには介護支援は出してませんよね。 

 私は、財政困難な中で、そういう子供さんたちに出せないというんなら、もうそれは仕方がな

いなちゅう、私は出せなくなったらしいよと言って説明するしかなかったんですが、その人は要

介護度が４なんです。要介護度４の親を行橋から毎日自転車に乗って通って見ている人たちに対

して、何にも支援してあげる手立てがないということは、これは行政のお粗末です、絶対に。で

すから、やはりそういうところ２万円出すから、町内にいる人には２万円出すから、それでいい

というんじゃなしに、介護保険の連合の方にもう少し自宅介護に対しての支援というものをして

もらいたい。 

 例えば、５０過ぎの息子さんが８０過ぎの母親を見てる家庭があります。ところが息子さんが

いるからといって、家事支援も切られました今度、おかしいですよね。男性が外に出て働いてい

る男性が、８０過ぎの動けないお年寄りを見るのに、買い物だとか、掃除だとかの家事支援を、

今までしていたところを切っていくという介護保険だったら、みんな介護保険払いたくないです。

もう少し広域連合の方に、そういうところを強く要請していただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  それは私も理解しておりますし、いわゆる在宅介護で、家族が介護する

ものについて、保険で運営されれば、保険という形になれば、これは被保険者は、いわゆる認定

を受けた方が被保険者です。だから、どこから介護に来てもそれは被保険者に対して出されるも

のです。だけども、今築上町の単独事業というものは、いわゆる介助をしておる方に支給するの

が原則、だからこれは町民に限ると、こういう形にしておるんで、行橋から介助に来れば出せと

いう形になれば、給付の制度を変えなければいけないだろうというふうに考えております。とい

うのが、いわゆる保険適応になれば、どこから介助に来ても私は出せると思うんです、その実態

があれば。しかし、介助をしておる人の労苦に報いるために今出しておる。そうすれば町民とい

う考え方で２万円を支給しておる。これで御理解願いたいと思います。 

 保険適用については、これは強く要望してまいりたいと、これが全般的な形で、国の制度的な

ものもあるかもわかりませんけれども、連合の単独事業でやるべきものなのかどうか今から検討
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させます。今まで私も要望してきております支部のところでも、しかしなかなかその意見は通っ

てないというのが現実だということで、今後も強くその要望はやってまいりたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  首藤議員。 

○議員（１番 首藤萬壽美君）  要望していくという町長のお答えでございますが、やはり毎日毎

日の介護というのは一日も休みがありません。日曜日もなければ土曜日もない、全然休みのない、

しかもこれからだんだん悪くなっていく高齢者を抱えている在宅介護をしている、その介護の人

たちに対しての支援というのが、国全体でもなかなか進んでないところが見受けられます。財政

財政といいますけれども、本来ならばお年寄りが病院や施設に入れば、町からの負担は５０万を

超えるわけです。そういうところを考えれば、どっちがいいのかというのは、だれでも差し引き

すればわかることです。もう少しそういうところを細かく調べて、これからの高齢者の介助の方

に力を入れてほしいと思います。 

 もう結構です、答えは。これで終わります。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さんでございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは２番目に１２番、吉元成一議員。 

○議員（１２番 吉元 成一君）  おはようございます。質問事項に従って質問していきたいと思

います。 

 まず、１番目に職員採用についてという、職員採用問題について町長にお伺いしたいと思いま

す。 

 先日の本会議でも説明していましたが、一般退職が９名、勧奨退職が４名出たということで、

今年度３月末日までに１３人の退職者がいます。また、来年度もそれに近いか、それより多いか

もしれませんが、退職者も出ると思います。年齢的に考えると一番ピークなのが再来年度、

２２年度が一番多いと、こういうふうに聞いておりますが、これから５年の間にその計算でいく

と５０人以上の退職者が出るわけですが、対応として、まず１３人の中の２名が学校給食関係、

調理員さんですか、そういった専門職の方で、その辺については体制を整えるために、それは採

用するというようなことを申してましたが、一般職に対する採用については、今首藤議員が言わ

れた質問に対して財政が逼迫しているということを考える中で、ちょっと今まで控えているとい

う、今後控えるということを過去ずっと言ってきたわけです。 

 しかしながら、たしかに逼迫しているから断腸の思いで先日勇気ある決断、また本人の御理解

をいただきまして、収入役も今月いっぱいで退任なされるということを聞きまして、町民に対し

てやっぱり財政面の大変な困難な面があるということを、町長はみずから見本を示してお金をむ

だ遣いしないように、なるべく町民のために使えるような状態をつくろうとする努力については

私は認めるわけですが、まず団塊の世代で、今この５年間のうちに五、六十人と思いますが、そ
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れ以上かもしれません、退職者が出ますが、それで一般職を雇わないで住民サービスが行き届く

のか、また仮に雇わないといってないんですよというなら、どういう計画を立てて雇っていくの

か。 

 私としては、団塊の世代で今、広島に落ちた、長崎に落ちたキノコ爆弾、原爆の状態で頭でっ

かちになっております。これがすぱっと切られると、今度は大変ことが起こると思いますので、

順次採用していったらどうかなと考えますが、その点どういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  合併当初大体２５０人近い職員がおりましたが、基本的に２００人体制

にするという基本方針を持っております。そして、ちょうど今団塊の世代の退職時期になってき

たというようなことで、今年、先ほど議員から申されたとおり１３名の退職者、来年もその程度、

それから、再来年はそれ以上ということで、来年が十五、六名になる予定だろうと思います。 

 そういう形の中ですれば、大体来年で２００名体制になれるんではなかろうかと考えておりま

す。じゃあ、２００人体制になったときに、それ以後の退職をどうするかという形になれば、こ

れはやっぱり段階的に採用していくべきであろうというふうなことで、その場合はやはり断層が

できないのが、年齢分布図の断層、キノコ寸胴型になってる、頭でっかち、いわゆる５０歳以上

の職員が多くおります。その間のやっぱり断層をなくすための、いわゆる採用ということで、年

齢分布層ごとの採用も、いわゆるＵターン者の採用とか、そういうものも含めて、ちょうどいつ

どの時点で退職が出ても、そんなに若返った職場というか、全く経験のない職場じゃ困りますん

で、そういう形で計画的に、いわゆる年齢分布層をまず考えた採用。 

 それから、また基本的には地域ごとに職員がおった方が私はいいと思います。そういう形の中

では、地域性も考慮しながら職員採用もやるべきではなかろうか。やはり職員というものは、地

域に帰っていろいろ役場の職務以外、地域のことも率先的にやってもらう職員でなければならな

いと、私は考えておりますんで、そういうものをかんがみながら採用していくべきだろうと、以

上、考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（１２番 吉元 成一君）  町長、私が言おうとすることを先取りされまして、言われたの

で、これはどうしようかなと思いよるんですけど、私が言いたかったのは、まず採用試験をする

なら、共通の試験があると思うんです、学科試験があって、それである一定の点数をとらなけれ

ば二次試験に臨めないと、その段階で、例えば同点数ぐらいでしたときには、やっぱり６６自治

会あるんですか、その中で地元との密接な政治をするためにも、地元の皆さんに対する住民サー

ビスを怠らないためにも、地域性を考えながらの採用をお願いしたいと、もし採用するなら、採

用は差し控えますと、ちょっと採用せんとおかしいんやないかということを言うつもりでしたが、

今後採用していきたいと、採用するべきであろうということも言ってますし、地域性を考えて採
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用するということなので、この点については前向きに町長お答えをいただきましたので、これで

終わりたいと思います。 

 次に、２つめに上がっている旧築城町役場及び現築城支所について、これは私が築上町が合併

して今回で８回目の議会になります。そのうちの自分がよく質問してるんですよと言いたいわけ

じゃないんですけど、今日で７回の質問に立っております。その中で、５回この問題を質問して

おります。その中で、支所問題については２回です。今回で３回ですけど、旧庁舎問題につては

３回やっております。で、今回もまだやるのかと、こういう気持ちがあると思いますし、答え変

わらんよということかもしれませんが、まず私は自分が言ったことと、執行部が答えたことをち

ゃんと間違わんように、こうして一般質問自分がした分のつづりをつくっています。その中で町

長が答えた回答全部ちょっと読んできました。 

 すべてにおいて、ほかの議員さんから時々冷やかされます。吉元成一議員に頼むと、町長はい

い答えをくれるねと、そう言われて、これから物事を申すときは、一般質問で吉元さんに言うて

もらおうかとからかわれるときがある、ほめられよるかからかわれよるかちょっとわからないん

ですけど、そういうふうに思われるんなら、ぜひそうなってほしいなと、こういう思いを込めて

今回また再度この質問をするわけですが、旧庁舎跡地については、決して町長は僕のいうことを

聞いておりません。 

 というのは、最初に答えたときは、この３月いっぱいまでに取り壊しをするという約束をしま

した。ところが、財政が困っているから、今の財政状況ですから、今度は質問内容が出たもんで

すから町長が、行政報告、町長の報告の中で、まず再編交付金なりを利用して取り壊しを早急に

やりたいという、僕が一般質問しにくくなるような回答もいただいておるんです。 

 しかし、町長このことがあそこを崩して、僕がいつ常日ごろ言うように、崩してあそこに町民

の集まれる場所、とりわけ旧築城の中心街ですから、火が消えたようになっております。地元の

人たちは、申しわけないです、今回の議会の選挙において、あの中心街から議員が１人も当選し

てないんです。一番近くで田村兼光議員と首藤議員ぐらいです。その中で、築城の町の中は取り

残されていくのではないかという心配が物すごく多いんです。 

 それで、私はやっぱり築城、椎田という分け隔てがあったらいかんと思いますけれども、やっ

ぱり築城で生まれて育って５０年生きてますんで、やっぱり築城の役場ちゅうたら築城の崩れか

けたあの庁舎をぱっとイメージあるんです。だから、あの場所で何かを町民が活性化できるよう

な、集まれる場所をつくっていただければ、また力もついてくるんじゃなかろうかと思いますん

で、この点町長、まあ、お金が伴うことでしょうけれども、あとの基地問題に関してやってます

けど、２億９,１７０万で調印しましたと、今日の毎日新聞にも載ってました。それについてい

ろんな基金、先日の議会で提案しまして、基金を積み立てするようにしております。 

 僕は議会議員として米軍再編に反対という立場を貫いていますので、築城基地問題とは別です、
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米軍再編については反対という立場を貫いていますので、この採決に加わっていいものか、物す

ごく今考えております。 

 そういう段階ですが、もし住民の皆さんが２億９,１７０万という金で納得しているというこ

とは、当然考えられんと思うんです。私が考えると。少なくとも、防衛庁がこの築城基地に米軍

を連れてきて思い通りにやるなら、町長それは歯どめをかけるためにも、それは言葉悪いんです

けど、馬のおしりに牛のしっぽをつけるぐらいの要望もしていって、それがかなえられなかった

というんなら町民も納得すると思います。 

 そういった面でもう少し努力をしていただきたいなという気持ちもあります。それは町民のた

めにやることで、これ会社と違うんですから、経営状態がよくなればいいとか、財政破綻だとか

いろいろいうけど、むちゃくちゃなことに使えばそれは町民からおしかりを受けるでしょう。し

かし、少なくとも町民が必要とするものについては、先ほど言われた、首藤議員が言われるよう

なことについては、前向きに町民の御理解をいただきながら、やっぱり事業を進めていただかな

ければ、町民は納得しないと思うんです。それで、財政が苦しくなって辛抱してくれちゅうんや

ったらわかる。そういった意味も含めて、もう一度、再度聞くんですが、旧庁舎については、跡

地については結論を出してほしいわけ、何をつくるとはまだいいんです。皆さんと話し合いをす

るとか言ってますんで、大体どれくらいに行いたいと思っていますということを言ってほしいん

です。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  吉元成一議員のいうことを聞くわけでございませんけれども、一応早く

壊したいということで、今年度壊すという答弁もしたと思いますけれども、現在の状況は、取り

壊しの設計は終わっておるという状況でございます。本来なら、これも補助事業で行えばよかっ

たんですけれども、しかしいろいろ合併特例債という形の事業を考えておりましたけれども、米

軍問題が出まして、これの交付金で５年間は２億９,１７０万いただけると、そしてあとの５年

は逐次少しずつ減るかもわかりませんけど、約２０億円強の、いわゆる米軍再編のお金が１０年

間に来るんではなかろうかなと想定をしておるところでございます。 

 こういう形の中で、旧築城庁舎の取り壊しと、それから、新たな施設というものを米軍再編で、

できれば効率的なほとんど国費で事業ができるということで、取り壊しと、いわゆる新しい施設

のつくる一体的なものでやれば、効率的な財政運営ができるということで、何をつくるかという

のは、今跡地利用委員会の案もございますし、それから、再度やはり地域の皆さんの意見を私は

聞きながら、了解をとるべきではなかろうかなと、このように考えておりますんで、今年度取り

壊しは、今年度多分できて、その立てる計画も一緒にした、後で取り壊しをやらなければ、米軍

再編のお金の利用ができないということになっておるんで、そこのところがちょっとおくれたこ

とは、あしからず理解をいただきたいと思います。 
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○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（１２番 吉元 成一君）  町長、町長の気持ちはわかりますけれども、一般質問でこの回

数やってますんで、それで私これを自分のとこに持っておって、どういう質問をやりよるかと聞

かれたとき見せてるんです。町長こう答えてるから心配しなさんなと、間違いなくあそこを取り

崩して、町民が使えるものをつくってくれるという約束してますんで、心配せんでくださいよと、

地元の人に言ってるわけです、聞かれたときに。だから、そういうけどできんやないかというか

ら、きょうあえてもう一度じゃあ聞きましょうということでやったわけです。わかりました。 

 あとは、支所に勤務している職員の皆さん、申しわけないんですがちょっと今手を挙げてもら

えますか、この場におられる方。わかりました。何が聞きたいかと心配していると思います。そ

れで私は、公平を期するというか、意見が偏った意見にならないようにちょっと問いたいんです

が、旧椎田役場から築城支所に勤めてる方、旧築城町から築城支所で今働いてる方、名指しで申

しわけないんですけ、１名ずつにちょっと聞きたいと思います。 

 まず、環境課長の松田さんにお聞きまします。正直な気持ち、今旧椎田庁舎で、今現築上庁舎

でやっぱりこれだけの町を抱えるのに、分けて支所としてあそこにあなた働いているわけですが、

あそこの支所について事務所機能としての使い勝手はどうだろうかと、あるいは住民が来たとき

の感覚として、住民がどういうふうに考えているだろうと、これはもうあなたの感覚でいいです

からお聞きいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  松田課長。 

○環境課長（松田 倫夫君）  おはようございます。環境課松田です。 

 ただいま議員さんの質問に対しまして、支所におきましては特に問題は今のところ私はないと

考えております。 

 また、住民の方々にも喜ばれているんじゃなかろうかと思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（１２番 吉元 成一君）  もう一方安田課長にお尋ねします。 

○管理課長（安田 美鈴君）  管理課安田でございます。 

 建物に関しましては、人に優しくとても明るい庁舎だと思います。トイレを一つ例に上げても、

水洗で和式もあり、洋式もあり、障害者用のトイレもあります。また、チアフルついきの方にい

かれましても、子供用のトイレも準備しております。 

 それから、障害者用の点字ブロックや車いす、それから、エレベーターなども設置しておりま

す。 

 それから、小学校の児童たちが見学に来られますけれども、そのときも感動して帰っておりま

す。 
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 それから、町民の方で、始めてこられた方はすばらしい庁舎とおっしゃっていただきます。も

し、一度も支所に来られていない方は、一度見学に来ていただきたいと思っております。 

 それから、事務所処理の事務の方に関しましては、福祉課、税務課、産業課がないので、ほと

んどのその３課は、申請式が多いんです。それでまた向こうに行っていただくという形になりま

すので、できるだけファックスとか電話の聞き取りはしておりますけれども、不便は来しておる

と思います。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（１２番 吉元 成一君）  今、なぜ２名の方を代表をしてお願いしたのかと申しますと、

この２人は今回退職なされるんです。退職するちゅうことは、もし町長が考えておることと違う

考え方を言うたき、退職せん人やったら言いにくいなという点を、僕は配慮して、退職される方

をあえて選んで名指ししたんです。多分まだ現職で働く人にいうと、ぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅ

となると思うんです。 

 それで、今お聞きのとおり安田さんはかなり突っ込んだ話をしていただきました。実を申しま

すと、合併前に築城庁舎として建設されました。庁舎改築基金と一般財源で建てまして、これは

国の方からお金いただいていないと、こういうふうに聞いております。それで庁舎として使うな

ら、本庁として使うなら議場がありません。非常に便利が悪いんですけど、議場を建てたらどう

かという話も出てきちょったときありました。 

 しかし、私はあの庁舎を建てることに猛烈に反対しました。なぜならば、合併を前提として新

たな庁舎は要らんと、それよりも住民のため、住民が必要とするものをつくってくれと言ったの

が、いわゆる旧庁舎の跡地利用で住民が集まれるところをつくってくれと、あえて言うて文化会

館や、文化会館の中に本を読める場所とか、そういったところをつくっていただきたいなという

気持ちも、町民の意見も聞いておりましたし、十数億かけて日本一の倉庫ができるという宣伝を

しました僕は。まさに教育委員会をのけた２階から上は、すべて倉庫になっております。１０億

をかけた築城が残した負の財産といってもいいんですけれども、あの庁舎をなんとか生かしてい

ただきたいという気持ちで、今回あえて職員の皆さんに聞いております。アンケートをとろうか

なと思いましたけど、あまりすると大変でしょう、みんなも書きにくいでしょうから、どうかな

ということで各課を聞いて回りました。ほとんどの方、椎田から勤務されとる方もここの庁舎な

かなかいいと、住み心地がいいよと正直言いました。 

 僕も事務所機能としては見わたせるし、真ん中に通路があって、両方全部各課にカウンターが

あって、すばらしいものにはなってるなと思いましたけれども、庁舎として合併するなら、あん

な金かけて必要ない、旧庁舎を残してあれを支所として使えば、いずれ築城の支所はおんぼろだ

から、一、二億かけてちょっとした支所を建てようかなということでみんなが賛成してできるだ
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ろうという判断をしてました。今となっては建ててしまったんですから、建てたのが悪いとか、

倉庫になってるとかいろいろいうよりも、あれだけのものを新しいうちに生かした使い方をする

ようにということで、例えば県の出先機関にどうでしょうかと、前回も質問しましたよね、それ

に対して町長は、当たりつけてみましょうという回答してますよ。当たりつけてみましょうと、

言葉はそういうことじゃないんですけど、なかなかその考え方について、県の方ともちょっと相

談してみましょうというような回答をいただいております。しかし、その後忙しいもんですから、

まだしてないと思うんです。 

 ところが、やっぱり支所については住民に聞いてみると、生かしてほしいというんです、事務

所として。住民のためにも、吉元さん、議員さん、そりゃあんたが言うように県の出先機関が来

たら助かると、しかしそれよりもやっぱり築上町の築城支所として生かしてもらった方が、住民

もサービス面でちょっとこっちにこんにゃいかん点もあるんですけど、今のところは助かってる

ということも言ってますんで、それを含めて町長回答していただきたいんですが、町長が図書館、

図書室とかというようなことを言ってますが、その点についてどういうふうに考えますか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  つくった経緯は私は持ちませんけど、今後どうするかという形になれば、

やはり町の建物だというふうなことで、県下から申しあれば、それはそれで検討もしがいがある

んですけれど、非常に今支所ということで運営してますけれど、基本的には支所と本所がこれだ

け近い町はございません、実際。 

 だから、そういう形の中では、もう一本に統一して、できればシャトルバスを出して、バスに

乗って５分でこれます。だから、３０分おきにいったり来たりするバスを出して、私は、いわゆ

る人の集まる場所、多く集まるという形になれば図書館とか、いろんな文化的なもんに使ってい

ったらどうだろうかという、今のところ考えを持っておるんで、これもやっぱり議員の皆さんの

意見も聞き、そしてまた町民の皆さんの意見も、総合計画の審議会では、今の庁舎利用といいま

すか、これも少し触れられておるようでございます。図書館とか、いろんな多目的のホールとい

うふうなことで、そして当初、やはりこの建物をつくったときのいきさつは、私は当時の築城町

長から話を聞いてますけれども、コミュニティー施設と、どうかそれで合併はあるけれども、コ

ミュニティーの施設とするからつくらせてほしいという懇願を、合併協議会の中で、これは１市

５町、それから、１市２町の中でも述べてきておるという事実がございますんで、それはそれと

して、そういう考え方で多く人の集まる場所、そしてまた広大な用地も持っておりますんで、あ

の土地ともども、それともう一つはゲートボール場ですか、あれもやっぱり効率的な利用ができ

ればいいがなと考えておるんで、そういう一つの一体化した施設、それから、チヤフルこれはも

う当然補助事業で建てておりますんで、保健センターという考え方で利用していかなければいけ

ないというようなことで、そういういろんな公共施設を一体化した形で利用をしたらどうだろう
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かというふうに考えておるところです。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（１２番 吉元 成一君）  今町長お答えの中で、今後議員さんを含めて町民の皆さん方の

意見を聞きながら、判断をして、どういった方に利用したらいいかということで取り組みをして

いきたいという端に、言葉の裏に旧築城町長が合併するに当たってコミュニティー施設として使

ってほしい、だからぜひ合併したら、そうするから建てさせてくれと言ったと、こう言ってます

が、もう旧町長は関係ないやないですか、あなたが判断することですから、だから過去のことは

言いませんと、庁舎を建てることについては、あの時点で僕ら反対したんですよと反対もしまし

たと、しかし議会制民主主義のルールの中で、議決されて庁舎が建ったわけですから、これをや

っぱり町民のためによりよく活用していくように努力するのは、我々の義務だと思う。また、町

長の責任においてせんやいかんなと思います。 

 で、大変失礼ですけども、僕はあんまり字を読むことがあんまり得意じゃありません。それで、

あんまり図書館等には通ったことがありませんけれども、仮に旧椎田町に図書館ですか、図書室

ですかあると思います。あるでしょう、本を所蔵してるところが、それから、あるいは旧築城の

公民館ですか、中央公民館ちいいよったですか、あそこの隅の部屋に本がいっぱいあります。そ

れは延べにして何人という計算は、今すぐせといってもできないと思うんですけれども、僕は皆

さんが図書館にしてよかったという建物ではないと、そういうふうに僕は判断してます。図書館

としての機能やったら、図書館にあった機能性にとんだやつを僕は建てるべきだと思います。今

のあれは、あの庁舎は、いいでも悪いでも旧築城町の役場として事務所機能を果たせるものを、

今の知恵を絞って建設したのは、あの築城の今の支所だと思います。 

 だから、一番いいのは、やっぱり事務に向いてると思います。それを図書室や図書館に変える、

あるいは、コミュニティー施設に変えるとすれば、またいじって、新築の家にくっつけたり離し

たりして、またお金もかかるし、それよりもできたら住民も住民サービスのために残してほしい

と言っている面もありますし、あなた１人の判断でつかないというんなら、やっぱり築上町のい

ろんなところの審議会とか、この件委員会でもつくって、やっぱり何が一番よかろうかというこ

とで、じっくり腰据えて判断していただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  その方法が私も一番いいと思っておりますんで、基本的には築上町役場

は１本に私は統一したい。そしたら事務の効率化できるんです。そして支所の利用は、皆さんで

検討していただくような一つ委員会をつくりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 



- 101 - 

○議員（１２番 吉元 成一君）  じゃあ、お伺いしますが、今の現この庁舎の中で、あの支所を

引き上げてきて、ここの中に、ここ１本でいくとします。そしたら何らかの手を加えないと大丈

夫なんですか。わかります僕が言ってるのは。例えば、課が引き上げてくるわけで、それだけの

人員が引き上げてくるわけですから、座る場所、あるいは部屋なんかとか、今でもよく見ます、

僕らもいけないことをしていると思うんですけど、担当課の窓口に行って、課長の横いすつけて

座って、見苦しいです、僕もやってますけど時々、この場で言ったから気をつけようと思います

けれども、やっぱりこっちの部屋で話するという場所が必要だと思いますし、ここは食事すると

きは下でしたりとかしてます、しかしたばこを吸うなちゅうことができんわけですから、たばこ

を吸う人にやめろという命令できんわけでしょう。そしたら、支所もそうですけど、この庁舎も

外に灰皿置いて、住民の方が来たら、なんだこの職員の事情はと、休み時間にたばこ吸いよって

も物すごく見た目が悪いです。そういう状態で、この庁舎も例えば、よしわかった、それでいこ

うということにみんなが賛成したと、町長この庁舎手入れんで、まず入れなければいけん時期が

来るんが、専門家やないからわからないと思うんですけど、大体このままでどれだけもつと思い

ますか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  手を入れれば、非常に大きな金がかかるというふうなことで、耐震構造

の分で、耐震やり直さなければなりません。これだけですごい金になります。そういう形の中で、

手を入れずに、そしてやはり定数が少なくなれば、教育委員会は別といたしましても、町長部局

はこの今の庁舎の中にという考え、教育委員会部局は今の支所でいけるんではなかろうかなと、

そういう考え方を持っておりますんで、これも皆さんにそういうときになれば、相談しながらや

っていきたいと、このように考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（１２番 吉元 成一君）  早急に、たった今結論出すような問題じゃないと思うんですけ

ど、やっぱり築上町のとりわけ築城地区に住まれる旧築城町民からの要望では、あの支所を支所

として残してほしいし、ここまで来て、本庁まで来て事務の手続をしなければならないようなこ

とにならんように、もう少し住民サービスを支所でアップできるようにしてほしいというお願い

があるということ。 

 それと、シャトルバスを用意する、シャトルバスまた使えば金かかるやないですか。もうむだ

遣いですから、できたらあそこでできるような、それはどっちが安いか高いかの問題もあると思

いますけど、そういうことも十分に検討して、やっぱり第一住民が喜ぶ政治をやっていただきた

いということを、この件についてはお願いしておきます。 

 さて次に、これも基地の問題も新聞等でいろいろ出てます。それで我々議会としても本会議で

決議したばっかり、沖縄では大変な問題が起こってます。ありがたいことに、副議長の方から海
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兵隊に対する新聞記事の切り抜きをいただきました。 

 ちょっとこれを読んでみます。かつて海兵隊員として沖縄に駐留していたことのあるネルソン

氏が、神奈川県横浜市で開かれた集会、１６日で、なぜ米兵は人を殺せる心を持つのかについて

語りました。海兵隊にいるとまず教えられることは考えるな、命令に従えということだと、

１８歳か１９歳の若者に、毎日教官は、おまえは何をしたいのかと問いかけます。するとｋｉｌ

ｌ、発音が悪いかもしれませんが、殺すと答えるそうです。聞こえないぞ、ｋｉｌｌ、そうして

この上ない大きな声でｋｉｌｌと叫ぶそうです。これが海兵隊員になるということだということ

を植えつけております。そういった内容の、途中ずっとあるんですけど、文書です。 

 とりわけ再編で来るのは海兵隊員だと聞いております。それと最後に書いてあること、これが

一番重要で読まなかったんですが、目的は３つ、町に出るときに何かあったら、私が沖縄のキャ

ンプ反戦に来たときは、昼間は演習し、夜はシャワーを浴びて町に出かける、目的は３つある。

１つは酒に酔うこと、２つはけんかをすること、３つが女性を捜すこと、町に出るときは暴力的

な部分を置いて出るわけにはいかないと、こういうことを集会で述べております。大変な問題で

す。まさに忠実な海兵隊員が、沖縄でそれを実行しております。現実、女子中学生の暴行事件、

これは取り下げになりまして、裁判取り下げになりましたけど、その後に酒によって塀を乗り越

えてよその家に寝とったりとか、そんな事件が多発しております。 

 町長、先日の毎日新聞に載ってましたが、特定の人の名前は言っちゃいけないと思いますんで、

ある会が毎月反対で門の前に座ってます、基地の。そこの代表者かだれかが言ってた言葉の中に、

何十億かの金で命を売れるのかと、これはやっぱり当然再編交付金についての取り扱いについて

考えてほしいと、まさにそのとおりだと思います。住民の生命と財産を守る立場に任された築上

町のおさがとらなければならない行動は、再編に賛成するよりも、僕は住民の生命と財産を守る

ために立ち上がっていかなければならないと、こういうふうに考えるべきだということで、議会

は我々３０人のときから全会一致でいまだ反対に態度を表明しております。 

 しかし、一方では国の政策だから受け入れんとか言うてもだめだということも叫ばれておりま

す。何ぼ反対しても国が言うたら来るんだと、こういう住民のとらえ方があります。 

 基地拡張問題で、今津地区で問題が起こりました。今月の２４日だったですか、案内が基地対

策特別委員会の私委員ですから来てましたが、八津田地区の基地対策委員会の総会を開くという

ことで案内が来ておりました。出席してみようかなと思ってるんですけれども、やっぱりあの問

題については、本当に我が身にふりかかってきたら築上町議会が白紙撤回を求めてくれというこ

とを議長あてに要請してきまして、自治会とも話し合いをしました。１５０戸ある自治会のうち

の１３５戸が地権者でありません。１５戸の地権者が売るということを言ってます。でも、あそ

こを拡張されたら困るということを言ってます。内容はどういう気持ちで言っているかちゅうと

は、純粋に基地を拡張されたら自治会として困るんだということで反対してると、こういうふう



- 103 - 

に私はとりたいと思っていますし、今もとってます。 

 しかし、町長、その立場になったとき初めてみんなその気になるんです。怒るんです。自分の

見にふりかかってこんときは、おら知らんぞという考え方を持った人が非常に多いということは

つくづくわかりました。というのが、議会が全会一致で、これを受け入れたら大変なことになり

ますよと言ったにもかかわらず、町民はさめてる。もちろん町民に対しても理解していただくよ

うな行動もとらなければならないときが来ている。町長は、町長という立場で、私が新川町長の

立場だったら、今立派なこと言ってるけど調印していたかもしれません。しかし、今新聞等見る

と町長は常々発言している中で、受け入れられないとか、それじゃ悪いとかというような文面が

出ています。町長やっと自分の身にふりかかってきた火の粉になったのかなと、私はこういうふ

うに考えておりますが、町長、今後この築城基地を抱える築上町の町長として、それは調印した

ことについては取り消せとか、そういうことじゃないんです。どういう方向で住民が納得できる

ような基地問題の取り組みを町長がしていただけるかについて、大きくて大変つかみにくい質問

でしょうが答えていただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  基地問題ということで、米軍の沖縄における事件ですか、これは本当に

目に余るものがあるということで、先般１市２町の八並市長と、それから、白石町長と私と３人

で会談いたしました。そして国に抗議をしようということで、議会の終了後の日程調整ができた

ら、まず福岡防衛局の方に行って、そして次に本省に行こうというふうな協議を調えておるとこ

ろでございます。 

 そして、これが１市２町で協定して５６日ということで、受け入れておるわけでございますけ

れども、この問題はもう従前にも何回もお話しましたけど、前の日米共同訓練と差はないという

観点から受け入れた。しかし、普天間の移設がございます。これが辺野古ということでキャン

プ・シュワブ沖に、このときに普天間の移設に関して若干海兵隊が、日数は５６日の範疇だけど

も、海兵隊の訓練が来る可能性があるわけでございます。そういう形の中で、普天間の問題はま

だ先回しだというふうなことで、一応今来ているのは空軍の兵隊が築城基地に来ておるというこ

とでございますし、普天間問題が片づいたあと、またいろんな協議をやろうじゃないかというふ

うなことで話をしているところです。 

 そこで、非常に海兵隊ということで横暴極まる問題、これはやはり昭和２３年から朝鮮戦争始

まりましたけれども、そのときに築城基地に米軍が駐留しました。これと全く同じことだろうと、

私も子供ながらに当時のことは記憶に残っておりますし、こんなことをされたんじゃどうにもな

らないということで、強く抗議をしていく決意でございまして、あと直接米軍と交渉できればい

いんですけど、これはままならんということで、防衛省に対して措置を何とかせよという形しか

なり得ないということでございますけれど、防衛省も責任もった誠意ある態度を示してもらわね
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ばというふうに、今考えておるところでございます。 

 それから基地拡張問題、これについてはやはり米軍再編関係なく、基地の拡張というのは、私

はすべきでないというふうに常日ごろから思っておるところでございまして、しかも民家の近い

方にどんどん延びてくるという形になれば、これは民生安定という観点から、非常に私はまずい

ことだと、拡張するんであれば、海に延ばせというふうな考え方を持っているところでございま

す。 

 この築上町、もし買収されれば、また固定資産税が減るという状況にもなりますし、財政的な

観点、それから、当該地区の皆さんの考え方が絶対反対だというふうな考え方になっております。

１５人の地権者は当然売りたいと思います。だれも土地を持ったところは、今の農業情勢では皆

さん売ってもいいと、買ってくれるんなら売ってもいいという人が大半ではなかろうかなと考え

ておりますけれども、しかし基地が拡張されて、燃料タンクができれば危険性がふえるというふ

うなことで、これは絶対皆さんは反対するでしょう。 

 そういう形の中で、私はこの拡張には賛成しかねるというふうなことで、防衛省の方にも意向

は伝えておりますし、そういうことで、もう一方ちゃんとして長期的な計画、そういうものをち

ゃんと示さないと、地域はテーブルには乗ってこないよということを、防衛省の方にも申し添え

ておるところでございまして、現時点の拡張話では、私は賛成しかねるというふうなことを、こ

れはもう強い決心でおるわけでございまして、そこのところは理解していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  吉元議員。 

○議員（１２番 吉元 成一君）  築上町は貧乏な町ですから、再編交付金を３億円ほどやってお

ったら、何でもはいはいちゅうていうだろうと、そういうふうに判断されておるんやなかろうか

と思ったら残念でなりません。そういう判断をしてるんじゃなかろうかいう国のやり方だと思い

ます。 

 米軍に物を申さなければ、こういうことは治まりません。じゃあ、防衛庁や役人たちが米軍に

対して、こういう物を申すようなことは、僕はしないと思うんです。検討しますとか、努力しま

すとか、それは状態としてあんまり僕は好ましくない状況を招いてるんだろうと、こういうふう

に思います。 

 先ほども言ったように、基地を立ち退けとか、再編がだめだといっても、これは可能性として

国の政策でやってくることは、ほぼ間違いなかろうという人が、大半な人が町民の中で判断して

るんです。それで、だから有利というか、早く調印した結果、よそよりも少し多いかもしれませ

ん。２億９,０００万の金がいただけたということになってると思うんです。そういったことで

納得するのかしないのか、町民はそれで納得してないと思います。 

 それで、町長が、今後この基地問題についてどういう発言をするか、どういう行動を起こすか
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を皆さん注目してると思うんです。町長がなんぼ頑張ってもできないことはできないと思うんで

す。しかし、できるだけ住民のためにプラスになるような判断して、働きかけをしてほしいとい

うのが、住民の要望だと思います。 

 だから、前回の一般質問でも私は１市２町の首長と相談しながら、全国の基地、とりわけ再編

にかかわる基地を抱える首長さん方で１つの会をつくって、申し入れをするなら、テーブルに着

かなくてはいけないような状態になるのは、国だろうと、だからそうしてほしいといったら、町

長は、早速そういうことを取り決めましょうといったら、今時期的に、いい意見やけどというこ

とで、あとで回答出てましたけど、まだいまだにやってないと思うんですが、今度こういう事件

が多発したわけですから、やっぱり町民もやっぱり納得できないことがたくさんあると思います

んで、そういった意味で、やっぱりちゃんと政府の方に抗議していただきたいと、こういうふう

に思います。 

 続きまして、最後の一般住宅に引き込む水道の件について、これは議会が始まって、町民の方

から住宅を建てるときの町の水道の本管からの引き込みについては、どのようになっているかと

いうことを聞いてほしいと。というのが、私資料をいただいてますけれども、７５ミリは

１００メートル以内まで７戸以上の家があるとこは、引き込みを町が負担するということになっ

てます。それから先は自己負担だと思うんですけど、それから先の決まりごとはこの文面の中に

ありません。 

 水道課長に、私はこのことについてちょっと調べてほしいと言われてますんで、議会があれば

一般質問するならやってくれんかなということで、聞いてくれということでしたので、ちょっと

お伺いしたいんですが、これをするに当たって、手続上のことでいえば水道課に行って相談して

いただければいいと、それとも私が説明できるだけの資料、難しいことはいいませんが、こうい

うことですから、今例としてなんか１００メートル以上してるとこある、それについてはどうい

うことになってるんだろうかということを聞いてくれということですから、後日でいいですから

その答えいただけますか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○上水道課長（中嶋 澄廣君）  上水道課の中嶋です。後日でも提出します。 

○議員（１２番 吉元 成一君）  じゃあ、これで私の質問を終わります。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さんでございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（成吉 暲奎君）  次に３番目に、２０番、宮下久雄議員。宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  端的に質問をいたします。２０分ぐらいで終わると思いますの

で、的確に答えていただきたい。 

 最初は、町有地の未登記問題についてということであります。これは１８年９月議会で一般質
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問をした案件でありまして、この当時は百条委員会の設置も議論されたようなわけであります。

ですので、ずっと私もこのことは頭に残っておって、気になっておったわけですので、処理状況

をここで御質問をいたします。 

 まず、あの当時課長からお聞きした未登記件数は１,０５５件ということでありましたが、現

在処理済みの件数は何件か、未処理の件数は何件か。 

 それから、地籍測量図を作成するのに６,０００万円以上の経費が必要ということでありまし

た。かかった経費は幾らになっているのか、今後まだ幾ら必要としておるのか。 

 それから、所有権移転で交渉困難となることが予想される物件があるということでしたが、そ

のような件数、交渉困難となっている件数が何件ございますか、まずお答えをお願いいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○管理課長（安田 美鈴君）  管理課安田です。 

 まず、２０年２月末現在です。２２６筆処理しております。残りが９３５筆です。その内訳を

申しますと、２２６筆の処理のうち５７筆は建設課とか、産業課等、ほかの課から急に未登記の

分が出てきたからしてくれという要請がございまして、処理しております。その件数が入ってお

ります。で、当初が１,１０４だからその差し引きでよろしいと思います。（発言する者あり）

当初１,１０４でございました。去年の１９年３月から２０年２月で１０６筆しております。 

 それから、予算の関係、測量委託の予算の関係ですが、当初が４８０万、１２月補正で

２２４万、合計７０４万、予算に対しまして１００筆測量いたしまして、７００万使っておりま

す。残りが４万になっております。 

 困難で予想される件数は、今のとこ３件でございます。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  交渉困難の件数がまだまだずっと多いんじゃないかと心配して

おりましたが、大分気が軽くなったような気がいたします。 

 どうなんですか、地籍測量図作成費が６,０００万円以上いるということでしたが、そんなに

要らないという考え方でいいんですか、あとの経費が出てこないんですが。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○管理課長（安田 美鈴君）  今後のことでございましょうか。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  はい。 

○管理課長（安田 美鈴君）  今後は、測量機械を買っていただきまして、測量を自分たちででき

るような形で、できるだけ経費を使わないで事務処理をするように考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  ６,０００万円大変なことだと思っておりましたけども、よろ
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しくお願いします。 

 それでは未処理件数が９３５件と、それから経費の方は極力抑えながら進めていくと、それで

交渉困難になっているというような物件は３件あるということでございますね。 

 今後ですけども、完了予定の年度をいつごろにおいておられるのか、それと交渉困難な案件に

ついての対処はどう考えておられるのか、これ担当課長さんでもよろしいですし、町長でもよろ

しいです。答えていただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○管理課長（安田 美鈴君）  今後の方針ですが、毎年１００筆をめどに事務処理を行う予定です。

そして難しい相続や裁判問題等、事務処理がやっぱり複雑になっておりますので、１０年から

１５年はかかると思います。 

 そして継続して地道に根気よくこつこつやっていくほかはないと思います。担当課の職員だけ

ではなく、今までの携わりました全職員、それから議員さんたち、自治会長さんにも御協力して

いただきまして、できるだけ早急に解決するように努力したいと思っております。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  大変御苦労をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 それでは、総合計画についてということですが、昨年２月総合計画審議会の答申を受けまして、

３月の議会で審議をいたしました。さらに３月議会では結論が出ませんで、３月２９日の臨時議

会で議決をしたわけです。１年が経過しておりますので、その実施状況を聞くわけでございます

が、まず実施計画はどのように策定されておるか、それから、総合計画に基づいて実施した事業

はどういうものがあるか、また今提案されております２０年度予算にどのように反映されておる

か。まず、この３点について聞きたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  総合計画でございますけれども、昨年皆さんの基本構想の議決をいただ

きました。そしてちょうど１年たって、２月の２９日に検証委員会ということで、部会長さんに

集まっていただいて、毎年の進捗ぐあいを報告をするようにいたしたところでございますし、そ

こで基本的には、着手にかかったというのが現実的な問題でございますし、単年度で終わるとい

うものは、これはほとんどないわけで、長期的な形でかかっていくということで、ハード事業に

ついては下水道の事業とか、そういうものにつきましては、逐次農業集落排水事業と椎田地区の

下水道、それから、築城については特定環境、これは継続事業でございますけど、ずっと継続し

ていく。それから、あといわゆる排水の基本調査をぴしゃっとしてやらなきゃならないという問

題もございますし、これもやっていこうというふうなことで考えておるところでございます。 

 それで、あとはソフト関係については、それぞれ各課で取り組んでもらっておるというような
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ことでございますし、特に一番大事なのはやっぱり行財政改革ですか、これを委員会をつくりま

して、行財政改革というようなことで現在実行して、いわゆる財政問題をスリム化していこうと

いうことで、そしてこの行財政改革の中で住民サービスの低下という問題も若干あるようでござ

いますけれども、それとかいろんな行事の見直しということで、合併後全町的なということで旧

椎田であった町民体育祭、それから、シャンシャン祭り、これについては一応休止をして新たな

イベントということで、神楽郷土芸能祭りというふうな取り組みを行ってきたというふうなこと

もございます。 

 それから、税の関係についても、先ほど質問ございましたけど、これも、いわゆる税法に基づ

いた滞納処分をちゃんとやっていこうというようなことで、税務課の方で実施をしておるところ

でございます。 

 それから、町民の交通手段の対策ということで、これも町民バスを、巡回バスを運行しており

ましたけれども、これをやはり行橋まで継続するというふうなことで、こういうものも太陽交通

の方と行橋市と協議をしながら、今までは郡境まであったバスを、太陽交通の方がこの築上町の

ルミエールまで延ばしてもらったと、そして行橋方面への交通の利便が増してきたと、こういう

ことでございます。 

 それから、ごみの分別収集、これはもう少し本当は多く分別したいわけでございますけれども、

ペットボトルとトレーの回収箱を設けながら、本来ならもう少し分別をしながら有資源というふ

うな考え方で、資源への利用をしていきたいということでリサイクル、それからリユースという

ふうなことで、今後まだこの計画に基づいてやっていかなければいけないと、このように考えて

おるところでございます。 

 それから、これは火葬場ということはいち早く取り組んで、総合計画の、いわゆる審議会の審

議と同時に取り組んでおりますけれども、いよいよ設計が上がって、あと今年度着工に、後補正

予算でお願いをしますけれども、ハード事業ではこれが一番の目玉になってくるんではなかろう

かと、今のところです。 

 そういうことで、あと教育委員会関係では、学校給食ということで地産地消関係、米飯給食を

完全週５日の米飯給食を昨年八津田小学校で実施を試行したわけでございますが、非常に評判が

いいということで、今年度は西角田、小原、上城井小学校で米飯完全週５日制を行おうと、こう

いうのが一応総合計画の中で提案されておりますし、そういう一つの各課今いろんな形でこの総

合計画に向かって事業を、去年から始めたという状況でございます。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  それぞれの事業を全部聞くということはなかなか今ここの場所

では難しいと思います。わかりました。 
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 進行管理の方法をお聞きしたかったんですけど、これは検証委員会ということでよろしいんで

すか。これは年１回ですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  基本的には年１回です。しかし必要に応じては重大なことがあれば報告

はしていこうと考えておりますけど、基本的には年１回というふうに考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  ぜひそういうことで審議会を生かしながらいっていただきたい

と思います。大抵の場合がこういう計画をつくるときは熱心なんですが、実行するときは

（  ）形になりかねないというのが、今までの計画の取り扱いでございますんで、ぜひ実現に

精力を費やしていただきたいと思います。 

 次に移ります。 

 職員給与の内容についてと通告をしておりましたが、これは給料表のことです。 

 １２月議会に人事院勧告ということでベースアップが提案されて、そこで初めて無勉強で恥ず

かしいんですけども、給料表が一般行政職と技能労務職で同一の取り扱いになっていることがわ

かりました。採用形態、職務権限、そういうものが違う中での同一取り扱い、これが適切だろう

かという心配というか、疑問が出ましたので、質問をするわけです。まず、いつ、どのような理

由で同一となったのかお聞きしたい。 

 それから、町の財政健全化計画によると、人件費が約２０億円と、これは町税プラス地方交付

税の３７％に当たるので、是正措置が必要だというふうに書いております。また、１８年度決算

では、地方税が約１４億３,０００万円ぐらい、人件費が２１億、人件費の方が本当に大きい形

になっておるわけです。 

 それで、１点がどのような理由でということですけども、２点目はこのままこの給料表で進ん

でいくのか、考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  職員の給与ということで、非常に人件費のウェートが高いウェートにな

っておるというのは、これはいうまでもございませんが、給料表ということで行政職１表、２表、

本来なら税務職の給料表というのもあるんですけれど、統一した形で行政職１表を適用して、わ

たりで差をつけておるというのが、わたりではつけておる。（発言する者あり）わたりでは差が

ついておると思います。 

 そういう形の中で、これはもう行１、行２の仕様ということで、これは昭和４０年代のときに、

いわゆるオイルショックのときですか、そのときに労組との話し合いで給与化一本にしようと、

しかしわたりは違うんだよという形でしてあったと思うんですけど、一部わたりは同じにしてる

ところもあったような気もします。 
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 そういう形の中で、本来ならもう私行１、行２ちゅうよりも、本来ならこの地域の実情にあっ

た給与表を、国のいう給料表じゃなくて、地域の実情にあった給与表に私自身はしたいと思って

おりますが、これは労働組合との交渉事項でもあるというふうなことで、本来なら技能労務とか、

それから、専門技術職、これについては、若いときにたくさんやって、年とっても同一労働、同

一賃金かという形のものが私は好ましいんではなかろうかと、いわゆる民間と比較すれば、町の、

いわゆるそういう専門技術職、それから、技能労務職という形になれば、やっぱり羨望の的の給

料になっておるというのは、これは言い過ぎでもございませんし、しかし、何ていいますか、同

じ仕事をしながら若い人と年とった人の余りにも給料格差を多すぎると、私はそういうふうに考

えております。 

 これもやっぱり協議事項でございまして、労働組合との協議の中でお互いのやはり合意をした

中で実施しなければ、一方的にはこれはできないというふうになっておりますし、そういうこと

で労組と理解を求めながら、やはり理想とすべき給与体系に私はしたいと思って、事務の方もそ

ういう形でやらせるとなかなかやっぱり今のところ困難な問題もあるようでございますし、そう

いうことでやはり、そうすることによって人件費が、人件費のひずみというのがなくなります。

年齢の差が幾らあっても、総合的な人件費はいつの時代でも変わらないよという形にしないと、

年配の職員が多くおるときは人件費をたくさん出して、若返ったときは少なくていいと、そうい

う形態ではいけないと思うし、平年して大体人件費というのは、こういう推移で同じ、いわゆる

人件費総額が毎年同じくらいの総額で推移していくという方が、私は好ましい人事体制ではなか

ろうかなと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  あとの方はいいんですけども、わたりで差がついてるというの

はちょっと理解、私はしてないんですけども、担当課長どうなんでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○秘書課長（西村 好文君）  秘書課の西村です。宮下議員の質問に答えます。 

 わたりの関係ですけども、平成１０年７月１日に労使の方で合意しまして、確認という形が交

わされてます。この平成１０年の７月１日から、旧椎田町、旧築城の方は関係ありませんけども、

旧椎田町の方でわたりが一般行政職と労務職と一緒になってます。わたり、つまり同じ級におる

年数が一緒だという、それから今日至っております。その前は、一般行政職と技能労務職は行政

１の同じ給料表ですけども、わたり、同じ級におる年数に差異があったという、そういった状況

です。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 
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○議員（２０番 宮下 久雄君）  町長、前のことを引き続いて覚えておったわけですね。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  済みません。ちょうど私が平成１０年に退職をして、その分ずっとその

まま今やってるかなと思ったら、ちょっと変わっておったです。済みません。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  わかりました。 

 ぜひ、是正に努力をしていただきたいと思いますが、人件費が下がってこないということであ

ります。こういうことで合併したが、合併効果がなかなかあらわれたということはいいがたいの

が現状と思います。 

 しいていえば、我々議員の方が定数３２を現在２０ですか、２０になっております。３分の

２の勢力になっておる。これの方が、合併効果があらわれておるんじゃないか、また次期選挙か

らは１６名、今度は半減するという形の決定もされておるわけです。ぜひ、町当局の方も努力を

していただきたい。勤務評定も取り組んでいただきたいと思いますし、旧町間の給与格差がまだ

あるというふうに聞いておりますんで、大変な不公平感、これは退職してもこれは続いていきま

すので、是正に努力してもらいたい。そしてめり張りのある人事管理を行うことによって、新生

築上町を、立派な町に立ち上げていただきたいと思いますが、先に町長から答弁をいただきまし

たので、今度は指名しておりませんでしたけども、副町長の意見をお聞きしたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  八野副町長。 

○副町長（八野 紘海君）  副町長です。今質問にございました一般事務職、そして技能労務職、

給与の比較ということになりますと、今公務員の間ではラスパイレス指数というのがございます。

一般事務職については、九十四、五だったと思いますけど、単純労務職１２５前後、高い数字に

ございます。 

 そういうとこで、今組合の方にはその是正、行１表から行２に扱うのか、それとも先ほど質問

にありましたように、わたりを是正するのか、そこら辺は組合の方に申し入れております。それ

で申し出て、それについては是正を図っていきたいと思います。 

 それともう一つ、今度の当初予算案の中で、繰り上げ償還、財政健全化に伴う繰り上げ償還と

いうのがございます。そのヒアリング、国、県等のヒアリングの中で、その企業体系、行１、行

２の是正についても指摘を受けておりますので、今後健全化計画のヒアリング等を行った上でも、

やはり国、県の方から是正を求められておりますので、勤務評定もあわせて、そういう方向でや

っていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  わかりました。給与格差の是正のことは回答がありませんでし
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たけれども、これはなかなか答えにくいというふうに判断してお聞きしません。それでは、そう

いうことで、よろしくお願いをいたします。 

 最後ですが、高齢者生きがい対策ということで通告をいたしました。 

 通告書の中に、私は高齢者生きがい教室が平成２０年度で廃止になるということについてとい

うことで書いてありますけども、これはミスで２１年度ですね、２１年度ですので、あのときは、

議事録のときは２１によろしくお願いします。 

 これは広報誌２月号で知ったわけです。生きがい教室を２１年度で廃止する予定ですというよ

うな表現だったと思うんですけども、知りました。町が財政難で苦慮していることは十分承知し

ておりますし、そのことは理解しております。でも、余りにも唐突な感があったので、驚いてお

るんです。担当課長にも、どうしたことでしょうかというふうに私も聞きにいきましたけども、

町民文化祭でもこの高齢者生きがい教室からたくさんの出店があっております。高齢者の生きが

いと町の文化祭を高めていることが、よくこの方々の活動でわかります。ひいては病院に行く暇

もないというような感じで、医療費の抑制にもつながっているというふうに私は考えております。 

 そこで高齢者福祉課の課長さんにお聞きしますけども、今後の予算措置はどのような方向に、

高齢者福祉課の予算措置はどのように方向になっていくのか聞きたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○高齢者福祉課長（吉留 正敏君）  高齢者福祉課の吉留です。 

 議員お尋ねの高齢者生きがい教室につきましては、御質問がありましたように一たん広報２月

号で教室が２０年度で廃止になる予定ということで（「２１年度やろ」と呼ぶ者あり）済みませ

ん、２０年度限りです、２１年度から廃止ということでお知らせしておりましたけれども、この

生きがい教室につきましては、現在陶芸や書道など５つの教室に、およそ１００名の高齢者の

方々が参加しておられます。毎年度当初に募集するわけですけれども、非常に人気がございまし

て、高齢者の方々の御健康の維持だとか、生きがいに大いに貢献できてるものと思っております

ので、一たんは２１年度で廃止、そのために２０年度に現在月２回から４回に分けて、４回で教

室を開いているものを、すべて月２回に減らした上で、２１年度から廃止ということで一たん決

めておりましたけれども、２０年度の受講生の方の応募状況とか、それから、来年度以降の町の

財政状況と勘案しながら、２１年度の教室のあり方を、存続も含めて検討してまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  はい、わかりました。よくよく検討しながらということでござ

いますので安心いたしましたが、高齢者の方会費を納めてもいいんだと、教室がなくなるのが困

るんだという意見もございますんで、そこら辺きめ細かな対応をしていただきたいと思いますが、
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再度町長の御意見を伺います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  皆さん会費を納めてやっていただくちゅうことであれば、場所は常時私

は解放してもいいんじゃないかなと思いますし、自主的な運営というものをやっていただければ、

それが私は一番いいと思います。 

 それがまた、だから町が講師を雇ってするより、自分たちで研究しながらもうやっていくとい

う高齢者対策という形ですれば、常に焼き物教室、自分たちで運営するというふうな方向性が出

れば、私はいいんではないかと、非常にやっぱりそういう教室多いわけです。いわゆる今焼き物

をやってるのは相当数ございます。 

 というのが、アグリパークもやっております。それから、そこの隣保館もやってます。それか

ら、築城の船迫、窯あともやっておりまして、いろいろ町内やっておるところが多々ある。それ

で町が関与しておる。できれば、そこそこの運営を、それぞれがやっていただくという形になれ

ば、アグリの分はほとんど自主運営やっていただいておると、そういう状況でございますんで、

そういう形が出ればどんどん自分たちで施設は利用していいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  宮下議員。 

○議員（２０番 宮下 久雄君）  よろしくお願いをいたします。 

 以上で終わります。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さんでございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（成吉 暲奎君）  皆さん御承知のように各議員の質問の持ち時間は１時間ございます。 

 次は塩田議員の番になっておりますが、１５分前でございますが、途中になりますもんで、一

応ここで休憩して、１時から再開ということにいたします。よろしくお願いします。 

午前11時45分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは再開します。 

 ４番目に２番、塩田文男議員。塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  一般質問をさせていただきます塩田文男です。 

 １番にまちづくりということで質問さしていただきたいと思います。 

 歴史、文化財産等の整備という形で書かしていただいております。我々議員も、また執行部も

まちづくりについてはさまざまなまちづくりをいつも頭の中で考えておられるんではないかと思

います。その中で、現在非常に財政厳しいということで、お金がないが執行部の口ぐせという形

にも見えますけども、このまちづくりの中でも下水や農排、また光通信等の整備についても、一
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つのまちづくりという形にとらえてもおかしくはないと思いますけれども、こういうような現在

どうしてもほしい整備等については、これは我が町だけではなくて、ないところにつくという形

で、ごく当たり前の施策ができていないという形ではないかなと僕は感じております。 

 その中で、そういった整備をされる前に、先祖代々過去からさかのぼって、さかのぼればきり

がないんですけども、こういう歴史、文化等をどのように考えて、また行政としてどこまでどう

いう形で出していくか、文化、歴史の整備というよりも、こういう文化、歴史を温めるというよ

うな形の行政の考え方が必要じゃないかと思いまして、今回質問させていただきたいと思います。 

 少しちょっと長くなるんですけども、築上町にあるいろいろな、私なりに歴史はなかなか言い

かえるわけにもいきませんけど、書籍によっていろいろ違いますんで、今現在あるものを簡単に

ちょっと説明しますけども、長くなるかもしれませんけど、ひとつよろしくお願いいたします。 

 まず、議で議を貫いた延塚卯右衛門、現在も六代目末裔の方が福岡におられて、築上町、当時

築城郡ですか、その当時からの流れがありまして、飢饉を救ったという形で、現在でも延塚奉行

所の供養祭というのが行われております。 

 続いて、宇都宮鎮房、城井宇都宮、寒田の奥に城を構え、また居城もありまして、このときの

時代の歴史の内容というのは、ここにおられる皆さん十分御存じと思いますけども、この宇都宮

殿様が行った歴史、中津城で統括され、そしてその中津城の横に城井神社というのを祭られた、

それから黒田如水も福岡に移転させられた上に、それでも悔やまれた武士としてのあの殺し方は

なぜかという形であるのが現在の福岡の警固神社、そういう中に我が町の歴史が広範囲にわたっ

てある。 

 それから、本庄に生まれて家業を継いで医者になった内野東庵、この方も医は仁なり、あまね

く世人のために計る者なり、貧富、身分関係なく医療に携わるんだという形で、今本庄に行けば

当時の雪を入れた氷雪というんか、その辺わかんないんですけど、雪を詰めて病、病人を救った

と、すばらしい、この方も現在行橋の方に末裔の方が病院経営をされておるという形で、続いて、

赤幡の地にあるソヤノハンヤ、この方が当時こちらに来られたのが、恐らく大体９歳ぐらい、で、

もともとは小倉北九州の出身になるわけ何ですけども、この方の功績のすばらしい功績が残って

おります。日本で初めて明治の総選挙に出馬して、これは落選しましたけれども、その後県会議

員から国会議員、そして福岡日々新聞ですか、現在の西日本新聞になるわけなんですけども、そ

のときに西洋の花といって種をまいたのが、赤幡の地でコスモスの花、残念ながらあそこにコス

モスの花はないんですけども、種をまかれたと、そのときの編集長が菊竹六皷ですか、その菊竹

六皷、今の浮羽郡吉井町、現在うきは市になるわけなんですけども、その編集長も種をもらって

うきはでばらまいた、現在、ちょっと最近寂れては来ていますけど、コスモス街道というのがま

ちづくりで出てます。そして、この方の八幡製鉄所や九州大学の誘致、さまざまな功績を残され、

その後に旧築城町の方で、また国会議員等が地元で活躍されたと、そしてそのされた方たちが蔵
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内氏、炭坑の中で蔵内邸というのが今民間の手にわたっておりますけども、先日県指定の文化財

にも指定されました。蔵内邸から向かって少し上るんですか、本庄の大楠、本庄の大楠もすばら

しい木が残っております。大楠の、ここだけはまだいってないんですけど、クスノキ神社ですか、

というのがあるのを聞いて、ここはまだ行き出さなかったんですが、ここのクスノキ神社の木が

宇佐神宮の一の殿の材木に使われるというような、やはり宇佐神宮となれば旧椎田町のときです

か、勅使街道で同郷ろまんという形で鏡をつくられて、近々そういったことも報道されると聞い

ておりますけども、勅使街道、これが豊前国の門司から宇佐までの当時の豊前国、国を１つにま

とめる一つの大行事という形が、この豊穣之にあったという形を、資料で読ましていただきまし

た。 

 その中で、旧椎田町にあるのが金富神社、そこに寄ったという形で、その後だんだん福岡県と

大分県に分かれて、なかなか大きい豊穣之へ、豊穣之とはなにか、供養祭です大きな、そういっ

たことが、分割されて１つの流れが切れたわけですけども、そこで生まれてきたのが、各地域で

生まれてきたのが、これは確実かどうかわかんないですけど、神楽ではないかなと思います。 

 で、神楽、その年の五穀豊穣を祈る、また病を祈願するという形で行われる。それが現在に至

るわけですけども、築上町としても神楽という形で今イベントに上げております。そういった中

で、今引き続き浜宮にもあります、菅原道真公、これ皆さん十分御存じな人なんですけども、す

ばらしい歴史、文化、すばらしい偉人の方たちがおられる。 

 この築上町にこういったのがあるのはあるんですけども、果たして今までこれがあるよという

形で町内の人が知ってるだけ、そして後で出てきますけど、ホームページを探しても今言われた

ところの名前はすべて出てきます。しかし、悲しいかな築上町のホームページ関係では出てこな

い。他の歴史関係で出てくるのが現状です。 

 そういうことで、こういった歴史、文化を温める、これを大事にするというか、文化、歴史上

が表に出なくて町の発展はないといっても過言ではないんじゃないかなという気が少しいたしま

す。 

 先日、北九州市長が今現在北橋市長になりましたけど、北橋市長が就任した直後に北橋市長は

長崎街道開発を行いますということを打ち出しました。北九州が５街道の起点ということで、伊

能忠敬、あそこの川の横に５街道の起点があるわけなんですが、まさに私たちの町には中津街道

というルートになってきます。で、長崎街道、その先に宗像、原町には唐津街道という形になっ

てくるわけなんですけど、唐津街道原町もう一つ、ほんの２００メータ、３００メータの小さな

町並みを開発しております。教育長も町長も一度もう行ったところと思いますけども、そういう

形のまちづくりをできないかなと、私たちの町に小倉から中津街道を打ち出したところはありま

せんし、また長崎街道、唐津街道、秋月街道ちゅう形で、その名前を使った物産ですか、まんじ

ゅうにしてもお菓子にしてもそうなんです、お土産にしてもそうなんですけど、そういった一つ
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一つがまちづくりにつながる、そういったものを今私たちの町にあるものは非常にすばらしい、

非常に幅広い歴史の中にあるものが過去先祖をさかのぼり、いろんな方々の御苦労によってある、

このきょう築上町なんですけども、そういった形でこういった財産を使わない、また使わしてい

ただかないわけには、使わない手はないんじゃないかと思いまして、きょう質問さしていただき

ました。 

 で、中津街道等の原町を見てもアスファルトを色を変えたり、ここに何があったか、ここには

こういったのがあったというものが、説明人が要らなくて、ここに何があったかがわかる。そう

いう印をつけていきたいなと。 

 先日、もう半年以上前ですけど、私の事務所がちょうど延塚卯右衛門さんの前にありまして、

小学生の子供があいさつされたんで、銅像見て、あれなんか知っとかねという話もしたんですけ

ども、知らんという言葉です。ここに何があるというのが子供はわからない。学校で地域の自分

たちの町のことは学ぶとは思いますけども、そういった築上町史とか築城町史とか見れば文献的

にはわかるんですけど、町を歩いて子供から大人までがだれもがここにはこういったのがあると、

またこういうのがあったということがわかるようなまちづくりを私はやりたいなと、私はそうい

ったことを推進お願いしてみたいなと思うんですけども、そういった温かい歴史をもったまちづ

くりについて、町長のお考えを聞きたいと思いまして、ちょっとその辺どうでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  題は歴史、文化財等の整備についてということで、非常に大事なことだ

ろうと考えております。その中でも特に今御指摘の部分は、いわゆる昔の参勤交代道である中津

街道、これについて何らかの形での、いわゆる整備をという御意見だろうと思いますけど、各地

でこういうことが行われておりまして、この旧中津街道といいますか、これについては一番端が

ちょうど今自衛隊の滑走路の横からずっと来て、横井塚池がございますが、その信号から築城駅

前を通って、それから東八田、沓抜を通って、宇留津の二口、そして後は西高塚の信号を渡りま

して、前の酒屋さんの前からニシノハシに来ているということで、それからニシノハシを渡りま

したらすぐまた左に曲がって、ちょうど前の中津屋さんの前、そうして後は椎田橋といいますか、

あそこを渡ったら湊の方にずっと行って、ほとんど昔の通りが現存しております。そして湊の一

部が、圃場整備のために少しルート変更されておるようでございますが、あと福間の踏切を渡り

ましてから、あと有安まで豊前の松江境までずっと現存しておるというのは、これが旧中津街道

だろうと思います。 

 そこで何らかの形が残せないかということでございまして、歴史、文化の中で、非常に結構な

ことだと私は考えておりますし、じゃあ、財源どうするかということで、きのうちょっとテレビ

があったんです。題は忘れたけど、道路特定財源を使って、まちづくり交付金というので、なん

か道路でないやつをつくってるちゅうことで、これなら道路特定財源で使用すれば、まちづくり
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交付金を使用すればもらえる可能性があるんじゃなかろうかと、ふときのう思ったんですけど、

そういう取り組み方をやっていけば、なんとか旧築城から椎田ということで、あと補助金もらっ

て残りは合併特例債が充てられれば非常に有利な事業になるんではなかろうかなと考えておりま

すし、これは建設課が担当になろうと思うんで、一応建設課の方で調査をさして、極力実現の方

向に努めてまいりたいと、このように考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  前向きな御回答をいただきましてありがとうございます。 

 昨日私もそのテレビ言われて見ました。ぜひそういったいろんな予算についてやっていただき

たいなと思います。これもまた、なぜこういう形で、今非常に財政厳しい、厳しいからこのまま

では、もう現状のことは皆さん十分わかると思います。厳しいときこそなにか考えなくちゃいけ

ない。逆にいえば、これが外れる場合もあるかもしれません。しかしながら、ピンチはチャンス

を持つような、そういう前向きな姿勢で考えていただきたいなと思います。 

 で、原町のほんの２００、３００メータぐらいの中ですけど、町並みはほとんど残ってないで

す。うちより残ってるかなというような状況でありましたけど、うちも町並みまで保存するとな

れば、また多大な経費もかかってくると思いますけども、そういったことはこのルートに対して、

つくるということは、原町がいろんな人が来てるんです。いろんな人が見に来て、またそこで散

歩コースになったり、いろんなことで皆さんが珍しく来てます。ただ来るだけかもしれません。

来るだけかもしれませんけども、来ないよりはいい、来ることによって、人が来ることによって

なにかものがつくっていける、そういった形で北九州から大分に向けては、中津街道打ち上げた

ところまだありません。それでゆくゆくはこういったことが北九州から中津街道全部そういった

のにつながるような、北九州からずっと来れば一方通行になったとこもありますし、うちは自衛

隊の基地で道が寸断されてますけども、そういった一部遮断されたところもありますけど、そこ

にはそこなりにこういったものがあったという形で、道しるべをつけた、先ほど言った歴史の内

容以外にもさまざまなものがあるんで、それをまたいろんなマップにして築上町の観光マップ、

そういった整備を、先代から受け継いだ歴史、そういった仏閣等をこういったのがあるんだと、

胸張って堂々と築上町の人がだれもに説明できるような、そんなようなまちづくりをぜひ考えて

いただきたいなと思います。 

 また、そういった検討委員を立ち上げるときも来るかなと思いますけど、我々議員もそういっ

た中に参加をさしていただいて、一緒に考えさせていける場もつくっていただきたいなと思いま

す。 

 では、次にいきます。 

 ホームページの活用について、ホームページの活用についてですが、これについては先ほどの

こういったものもどんどん取り入れていきたいということですが、現在ホームページの作成は電
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算課の方で管理、制作更新ですか、こういうホームページの中をちょっと変更するとか、そうい

ったのが行われていると聞いております。 

 で、全体的にホームページでいえば全各課になるわけなんですけども、更新するとき、例えば

これが住民課に関係すること、総務課に関係することというのをホームページに載せているんで

すが、そういった更新するのには、どういうふうな流れで現在やっているのか、まずそこからお

尋ねします。 

○議長（成吉 暲奎君）  総務課長。 

○総務課長（中村 信雄君）  総務課の中村です。ホームページの更新手続につきましては、一応

広報掲載依頼書という起案文書があります。それに、広報に載せるのか、インターネットに載せ

るのか、ホームページに載せるのかということで、各課の方で選択してもらって、起案していた

だくということで、それについて総務課経由、総務課長経由電算係の方に合議をしまして、そこ

で電算係がホームページビルダーで、ＨＴＭＬ文書に変換し、ＦＴＰでプロバイダーのサーバー

の方に落とすようにしております。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  じゃあ、各課からサーバー（  ）各課が情報を出して、それを

電算課に伝えて、電算課がホームページに載せていくという形ですね。私が質問したところは、

まず生きたホームページをつくってください。ホームページがどれだけやっぱり今普及して、ど

れだけ重宝されているか、これも皆さん恐らく十分もう言わなくてもわかっていることと思いま

す。 

 とにかく生きたホームページをつくるために、一つ私もこの前ずっとじっくり見たんですけど、

我々議会も当選したときに、これからの抱負を述べなさいということでコメントを出して、それ

を今ホームページでその文書と私たちの顔写真、名前ついたのが載ってます。これもこのままし

ておったら、この文書永遠といつまで同じ文書ずっと載せてるのかと、例えばこの議会私たちが

載せたコメントのところも、議員が私たちは今度のこの文書に変えるとかいうことになれば、随

時変えていただけるというような気持ちも今考えてます。 

 そういうことで、まず町長にお尋ねしたい、ホームページで四役の紹介があります。で、町長

と教育長は若干ちょっとあいさつぽくしてるんです。助役と副町長のところはようこそというこ

とで、ようこそこのホームページにと、これいつまで載せても余り意味なんです。毎月、もしく

は議会ごとでもいいんで、そういったところもあいさつ文を町長変えていったらどうかと思いま

す。町長その考えどうでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  私も時々あけてみるけど、内容が本当古いやつが多い、本当は更新を早

く、逐次やって行くべきだろうと思っておりますし、例えば私の交際費の公開しておりまして、
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今年のしてない、去年のしかしてない、この前見てみたら、そういうやつは逐次早く私はやるよ

うにちゅうことは、今指示はしてます。最近ちょっと見てみたら、そういう状況だったんで、あ

んまり僕も見ませんけど、そういう形でやっぱり目新しいものをどんどん更新していくべきだろ

うと思うし、そういうふうに心がけて担当課の方に指示をします。 

○議員（２番 塩田 文男君）  ぜひやっていただきたいと思います。 

 議会の方は私たち、議会の方でそういった、私１人で言うわけにはいかないと思いますんで、

お話の方もしたいと思いますけども、それでカウンターを見ると約９万人の方がアクセスしてま

す。 

 で、築上町人口が２万１,０００で、世帯からいけば９,０００、その形でホームページにアク

セスされる方が何千人おるかという形ですれば、９万人も既にオーバーしてます。あのホーム

ページなら１人が３回見たらもう中身はいいかなというような感じで、ちゅうことはそれだけ町

外の方が見られてるんです。見られるのはなぜかといったら、やっぱりこの近隣自動車１５０万

人体制とか、いろんな形でこの地域をやっぱり調べられてる。それだけ見られているという状況

なので、生きたホームページをどんどんつくっていかなくてはいけないんではないかということ

で、各課の皆さんにもお願いというか、情報をどんどん載せていただきたいと思います。 

 そこで気になったところが幾つかあるんで、１つ２つ質問さしていただきたいと思います。 

 特産物のところをクリックしたら、これ産業課になるんでしょうか。特産物のところをクリッ

クしたら豊前一粒ガキが出たんです。担当、その一粒ガキを出した担当課の、どうして特産物が

豊前一粒ガキだけなのか、ほかにも特産物ありますけど、ほかにないのか、ついでに豊前特産物

の説明をしていただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  産業課長。 

○産業課長（出口 秀人君）  産業課長の出口です。ホームページの活用につきましては、時代に

あった情報媒体であるというふうに、私は思ってるところでございます。 

 で、特産物の件に関しましては、私どもの方から特産物をホームページを利用して紹介したと

いう依頼は出しておりません。つい最近、この情報媒体として緊急性がありましたので、中国の

食品に関しましては、今ホームページを利用さしていただいて、今情報媒体として利用さしてい

ただいております。 

 で、特産物に関しましては、私どもの方にはレタス等、特産物があるわけでございますけど、

まだ町のホームページに掲載をさせた、依頼をした実績はございません。それが現実でございま

す。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  豊前一粒ガキの説明をというだけだったんですが、今説明されま
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せんでしたけども、ちょっとしゃべりたいんですけど、まずよそのホームページを見ていただき

たい。 

 で、ホームページで例えば特産品といえば、築上町に今レタス、あとイチゴとか、スイート

コーンとか、さまざまな物産、特産品があります。築城の方にいかれましてもつくだ煮系とか、

漬物にしても、ましてや菜ばなが東京に送られてるとか、いろんなこと書いてあります。そうい

ったものをきめ細かく載せてあげるんです。例えばＪＡのそこの朝市に行けばこんなの売ってま

すよとか、イチゴはこういう方がつくってますとか、これ行政のホームページなんで、うちの町

にこんなのがありますよと、こういう方がつくられて、こういうところに送られてるの知ってま

すかとか、すべて写真を入れて、そういったなんかどんどんどんどん奥に入るとたくさんいろん

なのがあって、これはだれもが説明しなくても何があるというのがわかるような、例えばアサリ

とか、めくちゃうまいじゃないですか、今度週報に出てた忘れたな、なんか出てましたね、テレ

ビに放映されるというのを、なんかちらっと出てましたけど、そういったものも放映されたあと

に、こんなんされましたとか、自分らの、要するに受益者が一生懸命つくってるお米や野菜が、

行政はコマーシャル一つしてくれないんです。サーバー３７万円でホームページ毎年できてるん

です。で、そういった３７万使ってこういったホームページだったら、どんどんどんどん奥に入

っていくような、そういったきめ細かな、まずみんなに説明してもわかんないでしょうから、よ

そのホームページを見たらわかると思うんです。 

 例えば、先ほどの歴史についてもそうです。こういう方がおった、こういう方の歴史、由来を

ざっとできる限りかけて写真を載せるとか、町にこんなんがあるんだよと、それだけでちょっと

見てみようかなと、僕らもそういうときに調べますけど、そういった築上町にいる偉人の名前を

検索したら出てくるんです。ほかのページから、ほかの町のほかの地域の歴史の資料から、でも

築上町からは出てこないんです。悲しいかな出てこないんです。 

 だから、そういった形で町長どんどん中身のある、わからなかったら各課いろんな方、今正直

いってあのホームページの表紙は、物すごく雑なんです。ヤフーかなんかのホームページにそっ

くりなんです。なんでメタセとか、ビラ・パラとか、この下の方にあるけど、ぼんぼんと出して

もいいと思う。メタセやらああいうところになると、今言うたレタスとか出てくるんです。もう

少し中身も整理して、やっていただきたいなと思います。 

 そして、あのホームページにも出てきますけど、コマーレとかというもの出てきます。これち

ょっと不思議に思ったんですけど、コマーレの管理はしいだサンコーだったですね、コマーレの、

サンコーは人材育成、人材活用という形で、その都度人材を週報に載せたりとあるんでけど、で

きればホームページに載せて、こういう方募集しますとか、しいだサンコーはどれだけ築上町の

ものを管理しているとか、今サンコーに委託、人材活用の委託でも１億５,０００ぐらい出てお

ります。そこだってホームページ出して、こういう人材活用の委託受けてますとか、コマーレの
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管理、農業公園管理とか、そういうのもホームページに載せていくべきじゃないかなと思います。 

 そういったような生きたホームページをつくるちゅうことで、町長再度お願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  御指摘のような形で、極力新しいものを、それから内容のあるものを当

然ホームページに掲載すべきだと思っておりますんで、担当課の方に指示して、３カ月なら３カ

月を目安に更新し直すと、そういう形のものが僕はいいんじゃないかなと思いますんで、総務課

の方を指示してさせます。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  では、ホームページについて、最後にしたいと思います。 

 先日、３月４日の朝日新聞の記事に、公共施設の使用料や町税徴収の強化、広報誌やホーム

ページの広告を掲載して１億６,１００万円の収入増を目指すということが書かれていました。

ホームページでどれだけ公告の増収、掲載するのか、どのような計画でおるか、できれば１億

６,０００万、それでいえば公共料金も入るんですけど、できれば１億６,０００万円の内訳を聞

きたいと、説明できれば教えてください。ただ、ホームページで幾らぐらいの歳入増を計画して

いるのか、わかれば教えてください。 

○議長（成吉 暲奎君）  どなたか。 

○総務課長（中村 信雄君）  １億６,０００万という中身はちょっとわかりませんけども、イン

ターネットで広告料ということでいろいろ考えてみたことはあります。近隣も出しているようで

すけども、収入としては大した収入はなってないという話でございます。ちょっと金額ははっき

り申せませんけども。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  １億６,０００万、これは新聞に出てたんで、町長がコメントさ

れた内容ではないかと思いますけども、ホームページと広報等で広告収入というのが、これは総

合計画にも出てきてました。 

 そういった中で、それも非常に、変な公告は載せないと思っておりますが、それも非常に大事

なことだと思います。収入をふやすこととして、また今他の町村もそういったこともやっており

ますし、ただその前にできること、あの計画書の中ではコピー用紙を両面使うようにするとか、

むだを省くとかという話も書いてました。それがやっとそこまで来たかなと、この資源の云々と

いうのは、もう数年前から行われているんですけども、例えば隣にＦＭがあります。今の築上町

の封筒とか、そういった文章の中に、封筒とかにホームページのドメインも印刷されてないんで

す。で、ＦＭも補助は出してますけども、看板は見ますけど、町として封筒にＦＭの７６.７で

すか、そのチャンネルぐらい印刷して、どんどんそういうのをＰＲ、行政の方でＰＲするのもい

かがなものかと思います。 
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 そういう歴史、文化いろんなものを、収入のことも大事ですけども、電話、住所書いて、名前

書いてるんですから、そういったホームページのドメインとか、見てくださいとか、ラジオこの

番組聞いてくださいとか、例えば公文書で来る僕たちの通知にしても、そういったのをコマーシ

ャル下に入れてもいいと思います。考え方と思うんですけども、そういったのも一つ一つ考えて

いただきたいなと思います。これはもういいです。 

 次にいきたいと思います。 

 電算システムについて、これも電算システムにつきましては、もう毎回僕は、毎回ではないで

すが、かなり電算のことで質問さしていただきました。で、これについてもう予定より保守メン

テ管理委託料とか、さまざまな予定外の、予定外といいますか、予定外ですね、保守管理だった

ら、そういったのがもう出てるのは十分把握していると思いますし、町長も御存じだと思います。 

 そこで、合併時に電算システムが導入されて、そのときは平成２２年まで、２２年９月までこ

れだけ払っていくんだというのがありました。現在、実際どれぐらい払っていってるのか。また、

どれだけ結果的にオーバーになってきたのかというところを説明していただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  総務課長。 

○総務課長（中村 信雄君）  電算、ちょっとお断りしたいけど、電算導入当初の見積もりは、ソ

フトウエア関係とハードウエア関係だけだったんですけども、その中でネットワーク関係がちょ

っと入ってませんでしたので、そこを含めたところで年度別に支払いの変化ぐあいをちょっとお

知らせしたいと思います。 

 １７年度が機器購入類は除きまして４８０万、それから１８年度から、１８年度が２,４８０万、

約です。それから１９年度が３,１００万、大方３,２００万です。それから２０年度以降は

３,１５０万ぐらいだという予定であります。あくまでもこれは電算室の方で把握している状況

だけですので、一応参考までに１９年度の全体、学校まで含めたところで、電算、消耗品まで含

んだところですが、１億３,３００万ほどになっております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  済いません、その今１億３,０００万というのは、１億

３,０００万オーバーということなんですか。（「オーバーです」と呼ぶ者あり）町長これ、電

算について町長、今どのように感じてますか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  どのように感じておる。本当はもうちょっと職員が電算を使いこなし切

ればなというふうに感じておる、実際。いわゆるＳＥを入れんで仕事ができれば非常に安上がり

でいくんではなかろうかなと思っておりますし、今機械に振り回されておるというのが現状では

ないだろうかなと、このように考えております。 
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 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  確かにＳＥを入れて云々ありました。職員が電算を扱い切ればな

という形ですけども、今の電算課のおられる方々で、その辺は十分いけてるんじゃないかと思い

ます。だからそのふぐあいとか、この１億３,０００万オーバーしてるというのはもともと想定

外で、先日財政課の方で新しいシステムを構築したと、新しいのを買ったということで、それの

保守メンテ料というのが若干ついて少しふえたという形です。こういったふえる分は仕方があり

ません。だけど、現在ある中で想定外になる。１億３,０００万オーバーていうことは、当時見

積もり比較したのがアンクルと日立です。もう日立を上回ってます。安いからと、ヒアリングし

たからとやってきたことが、これをもうメーカーとかどうのとか、業者とかどうのどうでもいい

です。その辺はもう今言っても始まりませんので、結果的にオーバーしてる。私も電算、２町

１つの電算システムを構築するのに３億、４億ぐらいではできませんということは言いながら絞

ってきたつもりなんです。七、八億はかかる。だから、３億、４億でできるのはおかしい。 

 そして質問する中で、大きい電算システム１つ大体単価５００万とか８００万とか１回に出て

きます。入札できないのかと言われるとブラックボックスと、要するに権利ですよね、メーカー

の。その請け負った会社の権利です。そういったものが発生してくるということで、入らなかっ

たのが住民票の自動交付機、自動交付機も取りつけられないまま、また思いっ切り大きい値段を

吹っかけられたような状況であります。 

 ですから、もうそれについてあと残り２年あります。残り２年そういう状態で行かないといけ

ないでしょう。あと今まで３年目を入って１億３,０００万、ていうことは、あと２年入れても

２億ちょっとぐらいになるでしょう。２億ちょっとのオーバーになると思いますけども、今後に

ついてどのように考えているのか。まず、この契約内容、現在請け負った契約内容、これ平成

２２年９月に終了するわけですけど、終わったら翌年はどういうふうになるんですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  総務課長。 

○総務課長（中村 信雄君）  ちょっと訂正させてください。１億３,０００万オーバーというこ

とは、ちょっと私勘違いしたんですけども、全体で１億３,０００万、築上町全体でです。学校

も電算係、それからもろもろの課等含めて１億３,０００万です。 

 その中で、１億３,０００万の中で必要ということで入ったシステムがほとんどでありまして、

その中で当初よりふえたというのがＳＥの派遣、これが最初だけ、１年だけだったんですけども、

ずっともう２年、３年と継続してするように計画しておりますので、その分が純然にふえてきて

おります。あとは細かいスケールサーバーの導入とかいろいろありましたので、その分は若干ふ

えております。 

 今後の予定なんですけども、一応年度年度で契約しております。年度が来れば更新するという
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形で、これは壊れるまでずっとこのままの金額一応３,１００万ちょっとぐらいで推移していく

と思われます。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  １億３,０００万、今わかったようなわからんやったんですけど、

どちらにしても大体年間２,８００万払うのが、今３,２００万前後払ってきているということで、

既にオーバーはオーバーですよね。 

 それで、今２２年度以降、例えば２３年は更新でまた３,０００万ぐらい払うということです

か。 

○議長（成吉 暲奎君）  総務課長。 

○総務課長（中村 信雄君）  そうです。毎年３,１００万ずつかかっておりますので、それがず

っと続くということになります。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  じゃ、打ち切った場合はどうなるんですか。契約終了ということ

で。 

○総務課長（中村 信雄君）  打ち切りということは、１カ月前に多分協議ということになって、

打ち切りは打ち切りでそれで終わって、ソフトを返すか処分するということになると思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  ここに今課長言われたとおり、本契約が終了した場合、終了のい

かんを問わず本契約終了したら３０日以内に対象ソフト及び複製物を今の請け負った会社の支持

に従い破棄もしくは返還しなければならない。ソフト関係全部返さなくちゃいけないんです。こ

れうちだけかなと思って、よそにもちょっと調べたんですけど、こういうところもあるみたいで

す。よそは契約終了後、速やかに全部返しますと。中学校とかの例えばパソコンのリース契約、

これ６年目はわずかな金額を払ったら、こっちの品物になりますよね。うちは請け負わしてこれ

をずっと、もう契約終わりますと言ったらソフト返さないといけない。プラスＳＥもずっと１年

オーバーできてるんです。聞くところによると、ＳＥは余り大したことしてないと聞きましたけ

ど。 

 ということは、これ永遠と続くということですよね、この言い値で。町長今後この電算云々な

んですけども、どうしますか、町長今考えがあればちょっと聞かせてください。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  現状以上の機能が出てきて、いろんな会社からの提案等々があって、価

格そういうものがあれば、今の会社とは一応契約が来れば一応やめても定かではないと思ってお

りますし、現状では大体どこから提案があっても同等程度の中身じゃないかなと思っております

し、よほどの瑕疵がない限りは今の契約者、価格については、これはもう当然交渉すべきだろう
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と思っておりますし、実際精査を、向こうの見積もりにおいて精査をしていく以外ないと、この

ように考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  逆に言えば、こちらから中途解約ということも事前にやろうと思

えばできるわけなんです。今から２年あります。電算システム、今までもう３年目に入りました

けど、最初からこれだけかかる、もうこれだけかかるという説明をぴしっとあれば、こういうこ

と一々一々言ってなかったんですけど、非常にふぐあいも、瑕疵はどうとるかは別として、ふぐ

あいは非常に生じてきてるんです。 

 今、よその町村の電算システムやってる状況も把握して、そしてメーカー直が大体受けてます

よね。その間におる商社的な役目が受ければそっちの方が安いんだと、高いんだというのはもう

おのずからわかると思います。真剣にやっぱり安いところを探していかないと、財政厳しい中で、

この電算にかなりやられる、持って行かれるんじゃないかなと、そういうふうに思います。 

 それで、今から２年あるんで、電算あたりこういうの今から調べて検討していくというの恐ら

く大体２年ぐらいかかると思うんです。そういったのを私はどこのメーカーでも構いませんけど、

全国の自治体が当たり前にして、当たり前にやってる電算システム、電算のお金の流れを町長は

そういったのを今から検討してやっていくことがあるのかを聞きたいと思います。 

 その前に各課で上がってます保守メンテ、保守点検委託料ですか、これはかなりの言葉で出て

来るんですが、総務課とか民生費とか農林水産費の方で今回そういった、まだほかにも出てます

けど、保守点検委託料３００万とか４００万とか１００万とか出てます。ここ僕もわからないん

で、どういう点検をやってるか教えていただきたいんです。 

○議長（成吉 暲奎君）  八野副町長。 

○副町長（八野 紘海君）  電算はいろいろ質問ございます。旧椎田町におきましては日本ＩＢＭ、

次は日立、合併後、今の何ですか、富士通ということで３代目になるわけです。 

 それでＩＢＭから日立に切りかえたときも今の状況でございます。職員がなれないとかリース

料、契約、当時はリース料が高い、そしていろんな制度、業務には制度的な部分がかなりありま

して、医療、財政、年金、戸籍云々と、そこそこで契約をして、そこそこで保守点検をして、業

務を遂行していってるわけです。そういうふうな中で日立、合併前日立でございましたけど、や

はり日立についても、私企画課長でかなり高くて担当係長に命じて下げていった経緯がございま

す。そして５年過ぎて、あの当時は機械のリースが５年でございましたけど、５年過ぎても使え

るだけ使えということで、そのリース料はゼロになって安くなった経緯がございます。 

 そして今回の場合も合併ですので、設計コンサルタントも依頼しまして、日立がいいのか富士

通がいいのか、もう専門のコンサルタントを導入して比較検討させて、甲乙つけがたいというこ

とで入札という形で、価格が１億開きがあったということで、富士通に決定したわけです。 
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 そして、そのヒアリングの中で、担当課長、約課長１０名で構成しておりまして、旧築城、旧

椎田、それぞれからの課長がメンバーにおります。そして専門のコンサルタントを入れ、担当課

長の意見を聞いて、私そのときコンピューターの導入委員長ということで各課長の意見を聞いた

ら、１０対０で富士通の方が今後新しいコンピューターソフトに進めていくには富士通の方がよ

かろうということで、契約の価格、内容等で決定したわけです。 

 そして、合併して２年、導入、旧築城は東芝と日立と各課ごとに電算がばらばらでしたのであ

れなんですけど、それと旧椎田は日立、それを富士通に切りかえたということで、そこそこ各業

務で保守点検の契約はし、職員がなれということで２年目です。これからこの富士通の機械がス

ムーズに回転できて、価格に合うような業務ができると思います。日立を入れてもやはり２年、

３年目は職員がなれないということで大変な時期でございました。これからこのコンピューター

の契約価格については回収に入っていくもんと思っております。 

 そういうことで、経費節減について極力各担当課長、職員にさせますけども、今の段階では、

この富士通のシステムを上手に使いこなす方が先決じゃないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  保守点検委託料の内容を聞きたかったんですけども。 

○議長（成吉 暲奎君）  総務課長。 

○総務課長（中村 信雄君）  電算の方で契約書を交わしてますけども、ほとんど同じだろうと思

いますので、ちょっと基本的なところだけ。 

 システム、ソフト面のサポート関係ですけども、基本的なサポートとして使い方の質疑応答、

それから全体的な質疑応答です。それから障害が起きたときの対応、それから年度切りかえを毎

年やっております。いろんなファイルをつくりかえないかないということで、それをやってもら

う部分。 

 それから、２番目に法改正サポート、それぞれのシステムで法改正があります。それについて

は使えなくなりますので、そこのところの対応、これについては多い課、少ない課というところ

はまた出てきます。また、今回みたいな高齢者医療というような、ああいう全然別個のものが来

ますと、また別個に見積もりが入って来るということになります。 

 それから、レベルアップサポートということで、各市町村で同じようなシステムを使ってると

思いますけども、そこで上がってきたいろんな要望なりがありますので、それを改修したときに、

一緒に改修してもらうというような対応であります。その対応については電話でする場合、ある

いは現地に来て作業する場合ということがあります。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 
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○議員（２番 塩田 文男君）  ありがとうございます。そういう内容というのはわかるんですけ

ども、実際そんなにかかることじゃないなと、僕はそういうふうに僕は思ってます。 

 それが言い値で出されてわからない。これだけしますといって中身がわからない、これが現実

じゃないかなと思います。そういったことで、今から残り２年間契約終了まであります。今の会

社外せとか、何のとかいうようなことで今しゃべってるわけじゃないです。この契約内容を変え

れるかということです。契約内容変えて、権利が築上町にないんです。お金は山ほど出して。本

来終了したら権利は必ず返しますというのが当たり前に結ぶ契約です。こういう契約結ぶと永遠

と継続してしまう。そういって、例えば今から日立と富士通また変えるて、また一からやり直し

なんです。そこまで行く前にまだ考えなければいけない検討があると思うんです。例えば電算機

については入札できるとか、ソフトについても入札できるとか、契約内容変えていくわけです。

それが最後の更新契約終了までのこちらが検討する課題と思います。これは今から２年あるので、

必ずいい結果出ると思います。それができなかったら切っていいじゃないですか。新たに一から

やった方が安いんです。だからそういうとこを電算について毎回議会ごとに何百万単位で数字が

出て来ます。本当に半端じゃないです。２つ委託料を重ねたら家１軒建つような金額ばっかりで

す。それについて町長、真剣にこの今から２年間検討して、今までにないちゃんとした結果を出

していくということをいいでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  電算ということで、一番当初の導入したときは、電算を入れれば人件費

が減るという感覚で電算導入ずっとやってきたんです。そしたら、電算入れても人間減らないん

です。いわゆる機械に使われっ放しちゅか、そのかわり正確な仕事はできるようになってます、

実際です。 

 そういう形の中で、やはりよりよいいわゆる契約内容を求めて、ただ当然我々いくべきですし、

前の旧椎田の日立だってソフトは全部向こう持ちだったということで、こっちからいろんな資料

出せて言っても出さんわけです、電算切りかえによって前の資料要るから出せて言っても日立は

出さない。もうこっちは自分とこのは出さないと、そういう形でやっさもっさやった時期もござ

いまして、それがやっぱり今のずっと随分前トラブルがあったんですけど、そういう状況でござ

いますし、本来なら版権こっちにできるような形が一番いいんですけれど、なかなか電算会社も

代物でございまして、やはり自分のところの権利という形で保持をしながら、そうすることがや

っぱり企業を、自分ところの企業をやる、何といいますか、保たせるという方向性にあるという

か、いわゆる電算から食い物にされているというのが現状では私はないかなと思っておりますし、

この改善は当然やるべきだと思っております。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（２番 塩田 文男君）  ぜひ町長、今言われたとおりです。本当にそこが可能かどうかわ
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からないですけども、ほかのところでもいろいろと調べて、これは行政の電算だけじゃなくて、

企業間のソフト関係というのも全部そうみたいです。だから、そういう契約内容ちゃんとできる

ように、自分たちで中を出さない、出さないイコール随意契約できる、もう継続して切られんよ

うにするという向こうは営業努力でしょう。だけどそういうふうにはいかない。やっぱり公正に

金額もいいんで、そういったことができるように、今から２年後必ずそれをやっていただきたい

なと思います。その辺に変化がなければまた今度はそのときに質問になるわけですが、また

２２年前にその辺どうなったかを私はお尋ねをしていきたいと思います。 

 これで私の一般質問は終わります。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さんでした。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（成吉 暲奎君）  では、５番目に４番、塩田昌生議員。塩田議員。 

○議員（４番 塩田 昌生君）  塩田です。質問内容は、各小中学校の施設の是正改善についてで

ございます。 

 私、平成１８年の９月の議会でこの案件を出しました。築城小学校のグラウンドを整備してお

るということで見に行ったんですが、椎田中学の二の舞にならないようによろしくお願いいたし

ます。 

 それと、そのついでとは何ですけど、講堂の横の水路、これが物すごく汚くてごみが一杯たま

って、その上に調理室から流れ出る白い水がこぼれ落ちて、まるで下水路みたいになっておりま

す。この整備ちゅんですか、水路関係の清掃はどうなっておるのか、それをお聞きしたいです。 

○議長（成吉 暲奎君）  教育課長。 

○学校教育課長（中村 一治君）  学校教育課長の中村です。今の質問にお答えできるところはお

答えしていきたいと、そう思ってます。 

 議員の指摘される部分につきましては、今築城小学校の浄化槽は単独浄化槽になっております。

トイレの水以外は議員の指摘のとおり水路の方に流れ込んでおります。特に、議員が今言った校

舎内の多分手洗い場の排水だと思います。子供たちが帰ってから石けんとかで手を洗って、その

水が水路に出ているのではないかと思います。 

 昨日、指摘されましたので私行って参りました。校舎のぐるりの水路につきましては、子供た

ちが掃除のときにきれいに中を掃除しております。そういうことから今、今年度築城小学校につ

きましては、公共下水道が整備されましたので、排水につきましては下水道へのつなぎ込みも今

後検討していきたいと、そう思ってます。 

 また、横の水路につきましては、農業用水路でございまして、ビニール、それから木の枝等が

あの暗渠の下に指摘どおり詰まっております。それで、年１回はそこの水路の関係者等で掃除を

してもらっておりますけど、そういう状況で大水が出たとき等に肥料の袋等が流れ込んで詰まっ
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ているときが多いと思います。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（４番 塩田 昌生君）  その水路の件ですけど、年に１回じゃ噴き上げが多いんじゃない

ですか。この前、去年のあれを見に行ったら網ですか、網からぼんぼんぼんぼん水が噴き上げて、

廊下を渡るとき船が要るみたいな。そんな感じでありましたので、その点よく話し合うてあれを

きれにした方がいいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  教育課長。 

○学校教育課長（中村 一治君）  その横の水路につきましては、去年１年間上築城の自治会、そ

れから水利関係者とちょっと話したことがあります。 

 それで今回２０年度に上築城の自治会より地区実施計画というのが出されていますので、また

関係各課と話して協議していきたいと、そう思ってます。 

○議員（４番 塩田 昌生君）  よろしくお願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（４番 塩田 昌生君）  それと、プールの件です。もうプールはごみプールみたいになり

よるが、今後やりかえる計画があるんですか。何か格差が、八津田と比べたら大分格差があるみ

たいで。今後のプールをつくってやってもらいたいんですけど。 

○議長（成吉 暲奎君）  八野副町長。 

○副町長（八野 紘海君）  今築城小学校、運動場の整備工事をしております。これは要望、総合

計画等の案件で、そしてその横のプールでございますけども、調整交付金で、２０年度で設計は

予定をしております。 

 以上です。 

○議員（４番 塩田 昌生君）  よろしくお願いします。続きまして。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（４番 塩田 昌生君）  築城中学の件です。築城中学の屋上は、それは八津田の砂を持っ

て行って、セメントでなでてみたて、相当ジェット機の爆音でからひびが入るんじゃないかと、

そんな感じがします。今後、新校舎を建てる予定があるんですか、計画がまた、統合して新しく

校舎とかいうような考えはありますか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  築城中学校の校舎、非常に老朽化しております。それと椎田中学も大体

同じぐらいに建てかわって相当古いわけでございます。建てかえの時期に大方来ておるんではな

かろうかなと思いますし、一応教育委員会の方で中学校のいわゆる建てかえ等の委員会をつくっ

てもらいながら、規模的には昔我々が中学に行っておったときの３分の１しか生徒数いません。
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前、今の築城中学でございますけれども、前は八築中学校、私どもが大体１学年２００名程度お

りましたが、今はもう８０名ぐらいじゃないかなと思います。そういう形の中で、椎中にしても

大体１学年が２百七、八十名おったのが、今もう１００名程度というふうなことで、大体３分の

１ぐらいの生徒の数になっておるんで、統合もやぶさかではないんではなかろうかなと、このよ

うに考えておるところでございまして、ここんとこが教育委員会のちゃんとした検討が必要で、

教育委員会の方で結論が出れば、町長部局で校舎建設という形をとらなければならないだろう。 

 そして、財源的にはちょうど合併したんで、１０年以内に統合の完成するような案で教育委員

会の方が出してもらえれば、補助金をもらい、そして合併特例債を使い、そしてまた、あるとき

は米軍の再編交付金も使えるというふうな財源構成になろうかと思いますので、そこんとこは教

育委員会の方の一応結論待ちということで私は一応できれば統合したいと、このように考えると

ころでございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  塩田議員。 

○議員（４番 塩田 昌生君）  よろしくお願いいたします。 

 今度は建てるときですが、トドンが来ても崩れんような、全天候型のドーム、わっとそういう

ものを計画して、仲よく学ぶ場をつくりたいと、よろしくお願いいたします。 

 以上をもって私の質問を終わります。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さまでした。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、６番目に１４番、武道修司議員。武道議員。 

○議員（１４番 武道 修司君）  通告に基づきまして質問をさせていただきたいと思います。 

 その前に、収入役を初め今回３月末をもって退職される職員の皆様方、本当にお疲れさまでし

た。これからも築上町のために何らかの形で御支援、御協力を今後もいただきたいというふうに

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速内容に入っていきたいというふうに思います。 

 まず最初に、米軍の再編問題ということで、再編交付金の内容についてお聞きしたいというふ

うに思ってます。米軍再編問題については、議会全会一致で反対してる。再編交付金が来たら、

中身についてはという質問をするのはどうなのかという部分もありますが、実際的には国からこ

の再編交付金がこの町に来る、この使い方をどうするのかということも当然重要な問題ですし、

来ないお金をどうこうという論議じゃなくて、実際来てるお金をどうするのかという論議なので、

あえて質問をさせていただきたいというふうに思っております。 

 その内容についてなんですが、今回追加議案で基金ということが上がってましたので、２億

３,０００万の使い道については大体わかりました。残りの６,１７０万についてはどのような平

成１９年度は使い道をするのか。また、平成２０年度の２億９,１７０万についてはどのような
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形で計画されているのか、その点についてお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  八野副町長。 

○副町長（八野 紘海君）  基金条例２億３,０００万の基金につきましては、昨日議案、一般、

補正予算等で提案しておりますので省かせていただきますけども、あとは騒音測定機購入が

７００万、防犯パトロール車４７０万８,０００円、ごみ焼却炉設置が２,６００万、新開線道路

排水改良事業が２,８００万、奥池水路改良事業が１,６００万ということで計上させていただい

ております。 

 といいますのも、１９年度は２月１日からが示達ていうか、防衛局から各市町村に使っていい

よという日にちだったです。これ２月１日示達ということで、示達ですか、示す、達ですけど、

それからいいですよということで、２月、３月、２カ月間しかない、期間がないという中で事業

案件も決めて、額を決めて繰り越すという行為にはなかなか難しい面がありましたので、約

３,０００万を基金という形に振り分けました。 

 ２０年度からは、１９年度のときに昨日の新聞も出ておりますけども、１から１４号まで幅広

く事業が採択ていうか、事業内容が上がっておりますので、それに係る事業については各課から

要望ていいますか、計画は出させております。 

 その中で２０年度は総合計画、地区計画をにらみながら事業を絞って決めていきたいと思って

おります。それについては幅広くという形をとりたいと思います。 

 地域計画につきましては、昨日町長のコメントにありますように、基地の周辺から近いところ

からという事業の選択もあるでしょう。それと緊急課題、水道、なかなか調整交付金、民生安定、

障害防止乗っからない事業で町に緊急する、緊急のために使わざるを得ない事業、さまざまなそ

ういう観点から使っていきたいと思います。 

 旧椎田におきましては、東高塚にございます浄水場ですか、あれは防衛の障害防止民生案てと

おり、全く五、六年前から新田原行ったり、ほかの基地に行ったりいろいろ検討してましたけど、

なかなかその補助の網に引っかからないので、再編交付金で使わざるを得ないのかなという気も

しております。町民にとっては水が一番重要な事柄になっておりますので。そういうことで、幅

広く各課から上がってきた中で総合計画、地域計画、緊急事業等考えながら、事業は選択してい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１４番 武道 修司君）  内容については、今の６,１７０万が大体大まかどういうふう

なものに使われるのかというのわかったんですが、この予算は平成１９年度に私は上がってない

ような気がするんです。これ平成２０年度に上がってくるのか。今言われたものの事業の執行が

実際的にいつになるのか、今の内容からいったら２月からそういうふうになった。３月末までに
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できれば一番いいんでしょうけど、現実にはちょっと不可能に近い状況だろうと思います。 

 実際にこのお金がいつ来るものなのかというのも今の説明ではちょっとわからない部分もあり

ましたので、実際にこのお金がいつ来て、どういう形で使えるのか、この会計年度が１９年度の

会計の中に入るのか、２０年度の会計に入るのかです。 

 先日、神楽の祭りというか、芸能大会というか民芸のあれをやりましたけど、そのときに町長

が基地の再編交付金を使ってこの事業をやるんだというふうに言われてましたが、実際ことしの

その費用がその再編交付金の中からなったのか、それとも前倒しというような形で実際やったの

か、その内容についてちょっと教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  神楽大会は町単でやる。あのとき来年度から再編交付金でやるというこ

とで申しております。というのが、この予算は局どまりの予算で、国は局でとめております。そ

して、局で繰り越して、築上町は２０年度の補正予算に上げるということになっております。だ

から２０年度の再編交付金と同じような扱いではないんです。繰り越しができないと、次の年に、

今度築上町は。国が１回繰り越しをしてるから、それこそ築上町に来たときは、もう国が繰り越

した分をもらってるから、築上町としては次の年に繰り越せないから当該年度に使ってしまわな

いかんという制約があります。そこんとこが今までの分と違う。 

 過去に１回、旧築城町であったかどうかわかりませんけれども、旧椎田町では農協のライスセ

ンター、これが九州農政局で局で繰り越してもらって、次の年に予算でもらったと、そういう経

過があります。そういう制度がありますんで、一応２０年度の築上町の補正予算に上がって、繰

り越しはできない予算になっておるということでございます。 

○議員（１４番 武道 修司君）  これ、なぜこういうふうな質問をするかというと、最初私聞い

たのは、実際資金、お金が来る。お金が来ても繰り越しができるというお話しだった、最初は。

繰り越しができるお金だから、その年に使わなくても次の年に使えばいいということで最初言わ

れてたんです。ところが今の話では、九州防衛施設局の方で１回保留するから、そこで繰り越す

から、実際うちに来たらその年に使ってしまわないといけないよという話であれば、繰り越しは

できないという話なんです。 

 実際最初に言った繰り越しができるという国の話と、実際今度はお金が来たときに、いや、国

の方で繰り越してるから、今度こっちに来たときに繰り越しできないという話とすると、何かだ

まされたような資金かなというような感じがするんです。本来なら完全に繰り越しがうちの町と

してすることができて、例えば平成１９年度、平成２０年度に使えなくても平成２１年度なり、

やはり使えるような資金でないとぎりぎりになって何でもかんでもはいやりなさいというふうな

ことになると、やっぱりなかなか使い道ちゅのは大変になるんだろうと思うんです。 

 それと、昨日ですか、財政課長ともお話ししたんですけど、例えば予算で１,０００万の工事
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をつくったと、つくったというか、１,０００万の工事がある。入札かけたら８００万で終わっ

た。２００万不用額で余る。そしたら結果的にはそのお金が国から来ないという話なんです。な

ら、１,２００万の工事を出して、１,０００万で工事が終われば、ちょうど国から来るお金の中

でできたからよかったよねという話になるかもしれないけど、この入札をかけたときに、結果的

に１,１００万だったということになってくると、今度自分とこの懐から１００万円補わないと

いけないという結果が出るんです。 

 だから、国から２億９,１７０万が来るようになっても、実際的にこれを丸々全部使おうとい

うのはすごく困難な話になってくるわけです。だからそこら辺でどうも国のやり方、こんだけの

お金を出しますよというふうな言い方をしているにもかかわらず、実際的には使うのがすごく困

難な、使い道にしても難しい。ましてこれがきのうですか、経常収支比率のちょっと話をしまし

たけど、経常収支比率なりのその計算の中に算入されるんであれば、幾分か築上町が見かけがよ

くなるという部分もあるでしょうけど、それには一切繁栄されない。 

 だからどうもそこら辺で計算をしてみると、この再編交付金というのは、なかなかやっぱり難

しい問題、最初に言ってる国の話と実際米軍が来て住民に負担がかかるかわりの資金とすれば、

どうなのかなという感じがするんですが、その点の流れについて、もう一度町長のコメントをお

願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  武道議員ちょっと勘違いしておるところもあるようでございますけど、

一応当初は早く、１１月に決まったんで、早くくれると思ったらなかなか向こうの事情でくれな

いということになっております。そういう形の中で、一応決定が平成１９年度内に決定すれば来

年度に繰り越さなければならないということで、繰り越しは２年続けて繰り越すことはできない

んです、１年しか。だから、繰り越したやつをもらうから来年の当然、来年の３月３１日までに

その金は使ってしまわなきゃいかんと、いずれ結果は同じなんです。 

 それで、先ほど言った武道議員が余った金返さないかん、当然返さにゃならんから、一応基金

という問題で先々まで使える制度をちょっと利用させてもらったということで、それでもなおか

つ２億３,０００万の中の１,０００万だけ余裕を見て町費をその基金につぎ込んでおる。だから

今度あと６,１７０万についても若干幾分町費を継ぎ足して次の６月の補正予算には上げていこ

うというふうに考えておる。そうしないと丸々使えない状況になりますので、そして、それは来

年の３月３１日までに完全に仕上げてしまうという。そして、２０年度にいただける分は２１年

度まで繰り越せるということで、２億９,１００万はそっくりそのまま次の２１年度に繰り越し

ても結構なんですが、そういうわけにはいきませんので、先ほど副町長が答弁しましたように、

いわゆる基地の近くからのインフラ整備に使っていきたいというふうな考え方でおるわけでござ

います。 



- 134 - 

 以上。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１４番 武道 修司君）  今、町長が言われるように、やっぱりそのぎりぎりのところの

ラインでうまくできれば、これは返す必要もなければ、逆にいやあ丸々もらえたということなん

ですけど、丸々もらうためにはやっぱり追加のものも幾らか見らないといけない。結果的に自分

の懐から出さないといけないということが現実的には起きるということなんです。 

 だから追加の部分というか、プラスアルファの部分が余り大きくならないように、早くいや自

分の懐に痛みが余り来ないようにするために、細かく早目早目の対応でこの問題についてはやっ

ていく必要があるんじゃないかな。ぎりぎりになってやると間に合わなかったとか、できなかっ

たとかなったときは、その分が全部ぱあになりますので、その点について十分注意をしながらや

っていただきたいというふうに思います。 

 次の質問に入ります。次の質問なんですが、先ほど塩田議員の方からもお話しがあったんです

が、築上町のホームページについてなんですが、質問の内容に入る前に、先にちょっと皆さんに

お聞きしたいと思います。 

 築上町のホームページをほぼ毎日見られてる職員さん、何人おられますか。──１週間に一度

ぐらいホームページ見られてる職員さんおられますか。──はい、ありがとうございます。 

 先ほど塩田議員がこういうふうなホームページですと口で言われてましたので、当然皆さん見

られてると思いますけど、見られてない職員さんも見てください。これがホームページの一番頭

になってます。この中で見られてる職員さんがなぜ気がつかないのかなというふうに思うんです

が、開花情報、綱敷天満宮の開花情報２月１日が入ってる、２月１０日か、もう１カ月前なんで

す。そういうふうな情報が入ってたり、内容的に先ほど塩田議員からもあったように、全然情報

がちょっとずれてる。 

 先日、築上町音頭の発表会がありました。まだホームページでは募集してるんです。いつ募集

が終わるのかな。一応募集は終わってますというふうな書き方は書いてますけど、募集をしてま

すということを書いてる。 

 それと職員の採用、職員の採用もまだ募集してる。その中身は何月何日まで募集をして、いつ

採用試験をしてということになってるんですけど、平成１９年度の職員採用が載ってる。 

 これ塩田議員から先ほどもあったように、よく考えていただきたいのが、町の広報と違ってだ

れでも見られるんです。極端に言いますと全世界だれでも見られる。築上町のこれは逆にいやあ

顔なんです。だからこれを見た人が、ああ築上町はこのレベルなのかということになると、よそ

の人が見るのはもうほとんどがホームページなんです。 

 先日、副町長ともお話ししたです。副町長はうちのホームページはよそに比べるとかなりいい

はずだというふうに豪語してましたが、私はどう見てもよそのホームページと比べていいように
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は見えない。 

 築上町のもう一つ例規集が載ってるんです。町長も御存じだろうと思うんです、例規集。条例

というのは町の法律なんです。当然国の法律といろいろとあるんですけど、条例というのは町の

法律なんです。これに従って町の運営というのが進んでいってるんです。これが平成１９年の

１０月２３日現在での条例になってる。だから住民の人たちは、もしその条例でたまたまその問

題がないからいいものの、この条例を見て対応される住民の人たちもおると思うんです。という

ことになると、その条例についても早い段階で変える。極端な言い方すれば、１２月に条例案、

変更の条例案が出てるはず。１２月議会に出ました。で、可決されてる。そしたら、やっぱりす

ぐに変更するなり、余り時間を置かない段階でこの法律というものを住民の人たちに教えるべき

だろうと思います。もし間に合わなければ、お知らせという形がちゃんと載ってる。このお知ら

せで、やはりこういうふうな条例が変更になりましたとか、ここは変更になりましたということ

を私は知らせるべきじゃないかな。特に、今回議決はまだされてませんけど、開館日、閉館日の

問題とか、いろんなことが今回の条例で出てます。その周知徹底するためには、一つは広報とい

う方法はあると思うんですが、もう一つはこのホームページを利用して、やっぱりしっかりとす

るべきではないかなというふうに思います。 

 内容的にそういうふうな問題があって、早急にこれは私変えられる問題だろうし、今、米軍の

再編問題についても、１７年１０月の１３日から１８年の１０月の１３日まで米軍再編問題いろ

んな活動してるんですけど、載ってるんです。ところが１８年の１０月の１３日以降は一切何か

米軍再編問題については町として取り組んでいないような格好にもなってます、ホームページ上

はです。多分、よその基地を抱えてる町の人たちはこれ見てるはずなんです。ああ、築上町は何

か新聞載ったり、たまにテレビ出たりするけど、余り議会ていうか、町としてやってないのかな

というふうに錯覚をされることもあるんです。 

 これはやっぱり早急に対応をするべきだろうと。３カ月に一度とか何か先ほど塩田議員の質問

の中で町長言われてましたけど、常に新しいもの各課から情報を総務課長の方に上げて、総務課

長の方からすぐ電算センターの電算室の方に回して対応するべきではないかなと思いますが、そ

の点についての町長のコメントをお願いします。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  武道議員の御指摘のとおりでございますし、早急に対応したいと思いま

す。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１４番 武道 修司君）  気持ちいい返事をいただきまして、早急に対応をしていただき

たいというふうに思います。 

 これは今現状の問題点で指摘させてもらったわけなんですが、そのホームページの活用という
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ことで、ちょっと提案をさせていただきたいなというふうに思ってます。 

 それは何かというと、例えばある方から問い合わせとかよくあるんですけど、農業委員がだれ

になってるだろうかとか、この地域の農業委員はだれだろうかとか、民生委員はだれだろうかと

いう問い合わせがよくあるんです。実際、私今農業委員なんで、農業委員がだれかというのは大

体わかります。ところが民生委員は地域というか、私のその近くの人たちに関しては、ああ民生

委員だれだれねということですぐわかるんですけど、ちょっと遠くになると、ああだれやったろ

うかということで資料を見て教えてやらないといけない。その場合でも、役場が例えば朝が８時

半から５時の間であれば電話してだれやろうかというふうな話もできると思います。ところが、

夜とか祭日の日、休みの日、土日ですね。休みの日に関してはそのことを聞こうと思っても休み

で聞けない。結果的に私どもに聞かれるんですけど、だから常に新しいその資料を持っておかな

いと、そういうふうなことに対して返答ができないかなというふうに思ってるんですけど、そう

いうふうな、例えば農業委員とか民生委員とか、例えば自治会長とか、そういうふうな方々を

ホームページの中に名簿として載せることができないのかどうなのか、もし載せるとしたら何か

問題があるのかどうなのかを教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  町長が任命した農業委員ではございませんし、農業委員会と協議をする。

それから、民生委員もこれは法務大臣の任命でございますんで、一応民生委員会、協議会がござ

いますので、御相談して載せていいのか悪いのか、そこのところ了解をもらわなければ載せられ

ないと思うので、それに一応相談をした後、御返事申し上げたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１４番 武道 修司君）  それと、これはもう担当課の方でちょっと答えていただいた方

がいいのかなというように思いますが、あと町内で毎日というか、ほぼ毎日ですね。亡くなった

方の放送をされてます。放送を聞き漏れた方とか、実際ちょっと外出されておって、家に帰って

きてきょうだれか亡くなったんではないかというふうに思ってる方、それとか、葬儀場の近くを

通ったときにだれか亡くなってたみたいだとしたときに、だれが亡くなられたかわからない。そ

のときもホームページを開くことによって、そういうふうな情報がわかるような方法がとれない

のかどうなのかというのがまず１点。 

 これちょっとまとめて言います。それと中学校とか小学校です。これは後で教育長の方にも質

問の中でも言いますけど、ちょっと兼ね合いがあるので先に言います。 

 例えば小学校とか中学校とか子供の様子をホームページに載せることができないのか。例えば

部活でこういうふうな県大会に行きましたとか、先日こういうふうな大会でこういうふうな成績

をおさめましたとか、そういうふうな細かい情報でも流すことによって、子供たちが見られてる、

その評価が住民からされるということで、このホームページを活用することによっていろんな評
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価というか、いい形ができるんではないかな。 

 特に地域で表彰、県で表彰、全国で表彰、ほとんどの方が知らないことが多いんです。実際一

杯賞状皆さん子供の皆さんもらってるんですけど、実際ほとんどの情報が住民にはわかってない

んです。それを載せることができないのかどうなのか。 

 これ今個人情報の問題とかいろいろとあるんで、これなかなか難しい問題があると思うんです

が、そういうふうな部分での掲載の仕方というのが、先ほど亡くなった方、中学校、小学校の問

題、そういうふうな形で紹介をどんどんしてやりたいというような情報がもっと載せるようなこ

とができないのかどうなのかを教えていただきたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  遠久課長。 

○住民課長（遠久 隆生君）  住民課、遠久です。現在、町内死亡者の放送につきましては、遺族

の方の申し出により無線放送、それから新聞掲載、それぞれ片方をする場合もあれば、もういい

よという場合もあります。３通りあるわけですが、ほぼほとんどの方が無線放送及び新聞掲載を

申し出ております。 

 それで、総務課長の方からホームページもどうかということで課内で検討しておりまして、そ

して本人から、本人て遺族からの申し出があれば何ら差し支えないんではなかろうかと、今のと

ころ考えております。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  八野副町長。 

○副町長（八野 紘海君）  今私築上町のホームページよりも他の自治体のホームページの方をよ

く見ます。それについてはいろんな情報ていいますか、事業とか、自治体の情報を仕入れる、仕

入れるちゃ悪いですけど、見るため、よく時間があれば他の自治体のホームページは見ておりま

す。 

 その中で、先ほど武道議員さんが言いましたように、築上町は他の自治体よりも進んでるんじ

ゃないかという意見もありましたけども、私としては情報更新といいますか、梅の花であり、こ

の前は何やったかな、菜の花とか、そして一粒カキの時期的な部分は、スイートコーンとか一粒

カキとか時期的な部分については毎月よく情報は提供しております。 

 細かい部分てなりますと、よく自治体では広報をそのままホームページに上げております。私

も小さなその市町村の例えば３月号の記事の内容、行事はどういう部分があるかというのを見る

場合には、その自治体の広報誌にホームページが上がっておりますので、その中で広報誌を見て、

情報は、いろんな情報は見ております。築上町も広報誌はホームページにも入れております。 

 そういうところで、今名簿等ありましたけど、それについては町長が申しましたように検討が

要ろうかと思います。ただ、日々の部分については、やはり各課から上がってくる業務を、それ

について電算係の職員がそのホームページの改正ていうことがありますので、余り細かい情報を
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ホームページの中で出すのは業務の範囲としてどうかなということは今考えております。 

 そういうとこで、各課の業務内容とかそういう部分は充実させていきますけど、日々について

は総務課とどれだけできるのかというのを十分検討しながら検討はしていきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１４番 武道 修司君）  例えば、小学校、中学校の子供の様子とか、表彰を受けたとか、

部活でこんなことがあったというか、試合があってこんなことがあったということは、何日かお

くれてでも載せても全然支障がない話なんで、そういうようなものに関してはやっぱり情報をな

るべく載せてあげていただきたいなというふうに思いますが、今言った亡くなった方の放送に関

しましては、当然毎日毎日という更新の手続の問題とか、実際職員の人たちが来てやらないとい

けないという問題が出てくるかもわからないので、それはもう内部で十分検討した上で、それに

よってすごい経費がかかるようになったとなると逆と問題なんで、その点については十分協議を

した上で、もし可能であればやっていただければな。もし、その費用がたくさんかかって、ちょ

っとこれは難しいということになれば、なるべく費用のかからない方法とか、ほかの方法か何か

あれば検討していただければなというふうに思ってます。なるべくこのホームページを利用して、

築上町の顔ということになりますので、いい形での掲載をお願いをしたいというふうに思います。 

 続きまして、最後の質問なんですが、教育長の方にお聞きしたいというように思います。これ

は先ほど塩田議員からもちょっとお話しがあった件とダブるとこがあると思いますが、先ほど教

育長の方からの答弁というか、話がなかったので、平成２０年度どのような形で小中学校を運営

というか、教育現場としてどのような形で進めていくのかを、方針というかお話しをしていただ

ければなというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  教育長。 

○教育長（神  宗紀君）  教育行政方針というのを毎年年度当初に示します。これは具体的には

文書で示していくわけですけれども、昨年から４月の初めに、去年は４月の６日か７日に行いま

したけれども、校長と、それから教育委員との会議といいますか、教育委員の考えを述べ、校長

の考えを聞くというようなことを基本的にはまずやって、１年の出発ということにしております。 

 教育方針については、もうそれだけ例えばこういう子供を育てたいというのは大きく毎年変わ

るわけではございません。私はいつも考えているのは、築上町の子供は郷土、文化、郷土の文化、

それから自然、そういうものを愛して、地域とつながった、自分が社会の形成者の一人であると

いうことを、子供たちに自覚を持たせたいというのがまず一つあります。 

 それから、これ通り一遍な形にはなるんですけれども、心豊かな責任感のある、そういう子供

を育てたいし、生きる力の土台となる学力、これをいかにつけていくか、こういう人材をどうや

ったら育つのかということを皆さんと話しながら追い求めていきたいと、こういうふうに思いま

す。心が豊かで学力が身につく、これが一番の最終目標ということになると思いますが、これは
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年々変わるものではございません。半恒久的なものだと私は考えております。 

 それともう一つは、これはあしたの一般質問にもあると思いますが、学校給食についてですけ

ども、私はこれを非常に重視しております。これはすべての子供たちの何といいますか、心の教

育と、それから体の土台づくりだと、こういうふうに思っております。 

 食の問題については、今食育という言葉を使いますけれども、僕は食という字はいつも人に言

います。人という字の下に良いと書くと。食というのはいい人をつくるんだと。そういうことで

よく話をさせてもらっておりますけれども、この前の先般の調査で、小学校の子供で朝食を食べ

て来ない子が１５.９％、それから中学校で２１％おるんです。これを何とか改善していきたい

なというのを大きな目標に自分の中でしておるつもりで、これは皆さんに徹底していきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１４番 武道 修司君）  今の教育長の方針の中で、地域の中で郷土を愛すると、そうい

うふうな子供たちを育てていきたいという、一番最初に言われたわけなんですが、実際のところ、

そのような中身についての時間というか、学校の中でこの部分に関してはこういうふうな時間で

今の部分を郷土愛というか、郷土のことについて時間を割いてるんだという部分があれば教えて

いただきたいんですが、なかなか地域のことに関して、なかなか時間がとれてないのが現状じゃ

ないかな。特に中学校に関しては地域との接する場というのがなかなか少ないというか、現実的

にはほとんどないような状況になってるんじゃないか。 

 小学校の場合は地域の商工会というか、お店とかに出て行って、どんなお店があるかとか。例

えば町の施設がどんな施設があって、そのレポートを書いたりとか、その子供たちにはそういう

ようなことをする時間が幾分かあると思うんですけど、実際的に中学校になると、その部分が薄

れてきてるんではないか。 

 今どちらかというと、私は中学校の方にその部分の教育の部分というか、特に道徳の部分を含

めてなんですが、力を入れていかなければいけないんではないかというふうに思うですが、その

点について教育長の考え方を教えてください。 

○議長（成吉 暲奎君）  教育長。 

○教育長（神  宗紀君）  中学生は間もなく大きな関門を経験します。これは人生の中で一番大

きいと言ってもいいかもしれませんが、試験で高校に進むという非常に大きな試練を待ち構えて

おる。そこで、学校としてはできるだけ授業の時間を確保するというのは、これは大きなやっぱ

り私教育の中で大きな部分を占めてると思います。 

 小学校に比べますと、確かに今は総合学習という時間がございます。その中で、例えば今言っ

た社会体験をしたり、あるいはいろんな遊びをしたり、その地域の特徴ある経験豊かな人を招い
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て講話を聞くというようなこともやっております。それぞれ特徴ある取り組みをしてるんですけ

れども、中学校では確かに時間が少ない、これはもう現実どうしても時間を割り出すことが少な

いというのが現実でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１４番 武道 修司君）  ある新聞でしたか、テレビだったかちょっと忘れたんですが、

町づくりは人づくり、人が立派な人ができてきて初めて町もよくなっていく、町も成り立ってい

くんだ。今、小学生、中学生という子供たちをいかに育てるか、特にその郷土の地域の問題です。

築上町を愛する子供たちをいかにつくるかによって大きくなったときに、この築上町に貢献をし

ようという、そういうふうな子供たちがふえてくれると、将来的にこの町も安泰かなというふう

に思うんですが、その部分が薄れてしまうと、大きくなったらこの町から去っていき、大きな町

に行って、東京、大阪等に行って、別にここに帰って来なければ帰って来なくてもいいかていう、

最終的には過疎地域になっていくという恐れもあるんです。 

 だから逆に、この小学生、中学生に対しての郷土愛というか、その郷土教育というか、地元教

育というか、そういうものが逆に今重点を置かなければいけない時期なのかなというふうに逆に

思ってるんです。 

 確かに時間がないのは確かでしょう。高校入試でやっぱ学力をある程度つけないと、ほかの中

学校にどうしても負けてしまう。高校にしてもいろんな再編問題等で入試にしてもかなり難しい

状況が来ているというのも現実的にある中で、どこかの中でも少しでもそういうふうな気持ちを

やはり大人が、特に教育現場を抱えてる教育委員会の方がそういうふうな気持ちを持って子供た

ちに接する。学校の先生たちがそういうふうな気持ちで子供たちに接するという時間をたくさん

とれというんじゃなくて、少しでも気持ちの中に持って教育に当たっていただければ、子供たち

は変わってくるんではないかなというふうに考えております。そういうような形で、郷土愛につ

いても十分重点を置いてやっていっていただきたい。 

 それと中学校の問題で、先ほど塩田議員からもありましたが、先ほど町長の答弁の中にも合併

特例債の問題等ありました。確かに人数の問題等もあります。将来的に統合をするという方向は

いたし方ない状況にはあるんではないかと私自身も思ってるんです。 

 これをずるずる長くというわけにはいかないと思うんです。実際もう築城中学校にしても老朽

化が進み、このまま何年あの校舎で教育をすることができるのかという問題もあります。私は早

い段階で検討委員会なりを立ち上げて、早い段階で方向性を出すべきではないかなというように

思うんですが、教育長の考え方を教えてください。 

○議長（成吉 暲奎君）  神教育長。 

○教育長（神  宗紀君）  実はもう検討委員会をこういうふうに立ち上げて、学校の統合につい

て検討をしようという素案を今つくっております。新年度早々から動き出そうと、もう２年合併
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してたちました。あっという間に恐らく後の８年はたつと思いますので、合併特例債が利用でき

る１０年のうちに何とか行いたいと、そういうふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  武道議員。 

○議員（１４番 武道 修司君）  かなり前向きな回答いただきました。４月からよりよいという

か、少しでも子供たちのいい教育現場ができるように検討を進めていっていただきたいなという

ふうに思います。 

 以上で終わります。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さまでございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（成吉 暲奎君）  （「議長、済いません、休憩とってください」と呼ぶ者あり）今ちょっ

と待って、ちょっと着席してから言います。 

 済いません、ここでもって休憩をとりたいと思います。再開は３時からいたします。 

午後２時45分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時00分再開 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、再開いたします。 

 次に、７番目に８番、西口周治議員。西口議員。 

○議員（８番 西口 周治君）  一息つきまして、まず報告事項でございますが、私の住んでおる

八津田小学校区の小学校の生徒がテレビに前出まして、馬跳びで２０秒を切って福岡県一になっ

ておりましたが、３月１日の日にチャンピオン大会に行きまして、見事こんな大きい優勝旗を持

って帰っておりました。非常にたくましいことだなと思っております。 

 まず、１番目に下水道を初めとする環境対策についてということで質問させていただいており

ます。この件に関しましては、他市町村に住まわれる方が、こちらの方に親がいるから浄化槽を

入れてほしいというふうな話の中で生まれてくる話です。 

 「その中に補助金があるでしょ」という話が多々出てくるわけなんです。「いや、当該町には

補助金は旧築城地区の一部にしかございません」というふうな話をしたら、「ええ、そうなんで

すか、下水道してないところには大体補助金があるでしょ」というふうな話をよくされておりま

す。それにつきまして計画、全町域の計画の中でしか区域分けができないと思いますので、その

辺の進捗状況を聞かせていただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○下水道課長（平岡  司君）  下水道課の平岡ですが、浄化槽の関係はちょっと私の方じゃない

んですけど、今は我が課の方で汚水処理構想を作成しております。その概要をお知らせしておき
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たいと思います。 

 現在、概要は町全体の水洗化を図るために、既存の処理区と計画中の椎田西部農業集落排水、

椎田公共下水及び農業集落排水で、これから先ですが、椎田東部地区、それから安武下深野地区、

上深野伝法寺地区、本庄地区、築城小山田の地区の５地区を集合処理区としてやる計画にしてお

ります。そして、それ以外については浄化槽の市町村整備推進事業区域として整備する予定にな

っております。汚水処理系図、以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  西口議員。 

○議員（８番 西口 周治君）  計画が今進捗している状況だとは思いますけれども、合併しても

う２年がたっております。そして計画を周知徹底させないと、住宅を建てる人たち、その他計画、

自分なりの計画を立てていっている人たちがおられると思います。その人たちが例えば水洗にし

たいとかいう気持ちがあれば、じゃ、そこは先々下水道が来ますよという話もできるだろうし、

また市町村管理型の浄化槽のそういう計画がありますよとかいうふうな話もできると思います。

この周知が町内で全然できてないんじゃないかなと。それと推進等はされていると思いますけれ

ども、自分のとこにそういう下水道がつなげるように来ているのか。また、公共型だったら管路

がずっと行って、自分の前の真ん前まで来てるけれども、いつつないでいいのか、これがわかっ

ていない人がかなり多いみたいです。そういうふうな周知徹底を図るためには、やはり広報誌と

か無線放送、先ほど言われましたホームページ等で知らせるべきだと私は思っておりますけれど

も、その周知はいつごろになるのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  課長。 

○下水道課長（平岡  司君）  まだ汚水処理構想でき上がっておりませんので、そこまでは考え

てなかったんですけど、でき次第、これいろんな課に関係しておりますので、各課協議してした

いと思っておりますし、議会の方にも公表したいと思っております。 

○議長（成吉 暲奎君）  西口議員。 

○議員（８番 西口 周治君）  でき上がり次第、早々にお願いしたいと思っております。また、

町全域の計画ですので、これはもう本当に早目にやって推進していただきたいと、かように思っ

ております。 

 ２番目に町営住宅などの下排水の処理方法についてをお伺いしたいと思います。今、椎田北部、

下水は終わりまして、あの中に町営住宅もあります。そこの辺が私はいつも思うんですが、住民

につないでくださいつないでくださいといって接続させて、お金を支払っております。そして、

それで下水道処理場が運営をなっているわけなんですけれども、町の施設である学校とか町営住

宅とか、そういうものも率先してつながないと意味がないんじゃないだろうか。地域の中に何十

軒という集落があるその一部が全然つながってない状態の中で、周りの人が一生懸命、住民自体

が一生懸命しても町の施設自体から汚水から垂れ流れていると、これは理不尽な問題じゃないか
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なと私は思っております。それで、これからどういうふうな方策をとっていくのか、これは町長

に聞きたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  学校等は一応単独槽を持っておりますけれども、町営住宅、これはやっ

ぱり汲み取り式でございまして、今後新しく建てるところ、これについては当然いわゆる下水道

の農業集落排水の中に加入したりとかいう形で私はすべきだろうと思っておりますし、入居もそ

れを条件に入居してもらうという形。 

 しかし、既存の分です。これはどうしてもやっぱり住民負担に耐えかねるという問題もあるよ

うでございます。というのが、一応汲み取りの方が安いという形になれば、なかなか入居者は下

水、一応そこんとこは入居者と相談しながら、全戸が１棟５軒ぐらいありますか。全部がいいと

かいう形になれば水洗、それから流しも流し込むという形になろうと思うんですけど、なかなか

町営住宅に対してはそうはいかないという状況になっておりますし、特に、また新しい住宅もす

べていわゆる合併処理型の浄化槽を備えておりますから、一応、今後建てかえる分についてはも

う必ず一応下水、それから農業集落排水に加入をするという方針を持って建てていきたいと、こ

のように考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  西口議員。 

○議員（８番 西口 周治君）  トイレ、浄化槽はいいんです。学校もそうなんです。先ほど言わ

れましたけど、築城小学校の話も出ましたけど、汚水は処理してる。排水を処理してない。排水

というのが要はお風呂の水、台所の油、そして洗濯機の水、そういうのが田んぼやら水路に流れ

て、今度は最後海に流れてヘドロになると言ってるんです。だから環境汚染の根源にあるんじゃ

ないかなと言ってるんです。だから、浄化槽じゃない、下水につないで水洗化を図って、そこの

町営住宅に住んでる人たちに負担をかけて、そういう問題じゃない。そういう問題以外に今度は

排水自体が流れないようにするのが農業集落排水事業の根幹でしょ。そこの溝がきれいになる、

川がきれいになる、そして海がきれいになる。こういうふうな根幹をやはり履き違えちゃいけん。

農業集落排水事業は水洗トイレにできますよじゃない。水洗トイレは付随された分なんです。だ

から農業集落排水事業の中で２つあるじゃないですか。だから水洗トイレまでしたら幾らですよ

と、排水処理だったら幾らですよというふうに２つに分かれております。 

 だから、そのところを踏まえないと、要は水路がきれいにならない。住民全員が農業集落排水

に参加しました。町の施設だけ参加しておりません。それで海が汚れて、川が汚れて、何でしょ

うね、小学校の排水でした。これは教育になりませんよ、お話しになりません。じゃ、自然循環

型シンポジウムやりましたって、きれいなものを食べましょう、おいしい米をつくりましょう、

シャンシャン米環を食べましょうと。はい、下水の処理、下水じゃない、学校のあの垂れ流した

排水の中でつくっております、おいしいでしょうと言えますか、言えませんでしょう。だから幾
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らでもそら水洗トイレになってきれいになってそれは一番いいと思います。でも、その前に出す

排水の方だけでも処理していただけませんかて言ってる。 

 だから町営住宅に住んでるからいいじゃないけどね、よくないんです。住んでるんですよ、も

う。だからそういうふうな水路を排水を集めて出すのは町の役目じゃないかと私は思うんです。

町の建物なの、町の持ち物なの、学校も町の持ち物なんです。だから子供たちにきれいなところ

でこういうふうなものができるよと、川の中には今、八津田小学校の子供たち川の中で遊んでる

んです。だから、今度それが段々段々きれいになっていけば、今度は蛍が飛び、きれいな本当に

昔ながらの川に戻っていくということを私は期待しているんです。 

 だから水洗トイレ云々よりも、まず先にその生活排水側をどうかしていただきたいと、これは

私の希望ではなく、みんなの希望だと思っております。町内全域の希望になってくるんだろうと

思います。町内全域、いや、下水道並びに農業集落排水事業等できれいになってくれば、そうい

うふうな希望が恐らく全町民から出てくるだろうと私思ってます。今は一部地域しかその供用が

開始されていませんから、それまでは伸びていないかもわかりませんけれども、私はそう思いま

す。いかがですか、町長。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  基本的には西口議員の言うように、すべてやっぱりそういう処理施設で

するのが、これは建前だろうと思います。 

 今一応そういう形で下水道、それから農業集落排水事業ということで、関係してある学校が椎

田中学校、それから八津田小学校、それから築城中学に築城小学校という４校が対象になってお

りまして、これも一つの統合問題、中学校はあるし、そういう形になれば統合時点にという形に

なる。一応小学校についても、基本的には農業集落排水事業というのは、水洗のトイレよりも一

応生活雑排水を流すのが基本だという形になっておりまして、教育委員会、それから協議しなが

らやっていく。 

 町営住宅については、どうしても受益者負担というものに事業をすればはね返ってくるという

ことで、既存の分で入居者が希望をして、その分住宅家賃にはね返っていいという希望があれば、

当然私はやってやらなければならないだろうと思っております。今後、建設課の方で一応調査し

ながら、住宅入居者との協議を開始させてもいいんじゃなかろうかなと思っております。 

○議長（成吉 暲奎君）  西口議員。 

○議員（８番 西口 周治君）  これは進めていっていただきたい事業だと私は思っております。

環境をよくするためにやっていただきたいと思います。 

 次に入ります。同じく環境問題で、牧の原のキャンプ場なんです。あそこは水洗トイレでもあ

りませんし、また排水も垂れ流しの状態です。よく子供を連れて遊びに行って夏場泳いだりとか

いうふうなことをしてますけれども、やはりあそこが城井川の根源なんです。大もとなんです。
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最終的にはそこの横で城井川から取水して我々飲んでるんです。ここをどうかしなきゃいけない

と思いませんか。私見に行ったとき、本当にもうこういう状態じゃいけんと。求菩堤のキャンプ

場はそれなりに処理をするように県の方はやってます。牧の原のキャンプ場のやはり一番水源の

大もとはきれいなところでありたいと。だからせめて雑排水の処理をするようなものを置くとか、

それとかごみ、ごみやないけど、トイレにしろ、やはりもう少しきれいにするとか、そういうふ

うなことの考え方ございませんか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  これも非常に厳しい指摘でございますけど、基本は私はそれが正しいと

思いますし、龍城院キャンプ場、これ蒸発散式のいわゆるトイレにしておりますし、下流にいわ

ゆる流さないという理念のもとに周囲に木を植えて、木がしみ込んで、後は日光で蒸発すると。

汚泥だけを汲み取るというふうな施設でございますし、できれば一応財政と相談しながら、牧の

原も一応そういうシステムの、いわゆるこれはいわゆる飲用雑用水も含めたところで処理できる

ような施設が、合併浄化槽ですよね、これができれば一番いいがなというふうに。 

 そして、これも蒸発散式で処理する。もしくは、これを液肥にできるような形が、寒田地区で

使ってもらうような液肥ということで、地域の住民の方と相談しながらやっていくという方策も

必要ではなかろうかなと思いますんで、担当課の方で協議をさせてもらいたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  西口議員。 

○議員（８番 西口 周治君）  ぜひよろしくお願いしたいと思います。やはりお客さんといいま

すか、キャンプに多数の方が来られておりますので、その方たちも、ああ、きれいなキャンプ場

だったねという印象を持って帰っていただきたいと思っておりますので、ぜひとも町の、やはり

あすこも一つの顔ですので、その辺の整備はよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、住宅施策について、民間活力を生かすにはどう考えているかということですが、

今、一丁畑団地は凍結ということで、また、旧椎田町にありました東八田団地の計画も今のとこ

ろ白紙状態というところになっておりますが、これからの町のこういうふうな整備計画というの

はどういうふうになっていくのかをまず聞かせていただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  町営住宅ということで、一丁畑、もう１棟建設する計画がございますけ

れども、昨年ちょっと凍結というふうなことで、これも財政事情非常に厳しいということで、一

般財源相当つぎ込まなければならないという状況がございます。 

 それから、東八田については、非常に長い前から計画があったわけでございますけれども、平

成１４年に私が椎田の町長に就任したときに、一応これも財政問題非常に厳しいぞということで

凍結をした現在に至っております。本来なら平成七、八年ごろから皆さん一応退去してもらうと

いうことで、入居してなかったんです、あとの人は。そういう形の中で相当空き家も出ておりま
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すし、本来なら壊さなきゃならん問題も、まだ壊さんまま残ってる住宅もあるというふうなこと

で、これもここ二、三年辛抱して、その後着実な形で建設計画、まずやっぱり一丁畑をもう１棟

建てて、それから東八田という形にいけばいいんではなかろうかなと考えておるとこでございま

す。 

○議長（成吉 暲奎君）  西口議員。 

○議員（８番 西口 周治君）  今各地にハウスメーカーさんがアパート等を建てていっておりま

す。９戸建てとか１０何戸建てとかいうふうに建っていっておりますが、下とも同時進行で、

２番目に、民間に対する補助的なものは考えないかというところまで入っていきたいと思います

が、民間活力をこれは利用する方が町としてはお金が要らないわけなんです。だから民間のハウ

スメーカーさんがどんどん建ててきていただく、もしくは日産とかトヨタさんの社宅みたいなの

を建てていただく、自衛隊さんの官舎を建てていただくというふうな、町が今財政難で逼迫して

どうしようもないというのであれば、そういうふうな人たちの力を借りるのが一番手っ取り早い

だろうと。 

 でも、何もなくては来ないと思います。ある程度の、福岡県の住宅課には補助制度というのが

あって、建てた場合の土地の整備代金等は県が見ると、そして入居者のある一定水準の金額まで

の補助を出すというふうな補助制度もあります。これは福岡県が県営住宅を建てお得ないから民

間に頼ろうかなという苦肉の策だと思っておりますけれども、それも結構厳しい基準があるわけ

なんですけれども、それに準じたまではいきませんけど、それにちょっと緩和したぐらいのこと

を考えたらどうかなと。 

 町が何億もかけて２０戸、３０戸建てるよりも、民間の人たちにお金を出していただいて、そ

して町が補助をするわけじゃありませんけれども、そういうふうな入居する方とか、そういう人

たちに幾らかの助成を出すとか、もしくは固定資産税に関しては幾らかの減免措置をするとか、

そういうふうな直接お金を出すような方策ではなく、今度はお金をちょっと減免してあげるよう

な、そういうふうな施策で民間活力を活用したらどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  そういう方法もございます。ＰＦＩということで、町が国から補助金を

いただいて、あと町がその補助金以外金を出さない。あとは民間に任せてつくる。そして後の維

持管理もすべて民間に任せるというＰＦＩ方式がございます。 

 ただし、これは入居率が９０％以上なければ、それを下回ったときは町が、自治体が保障をし

なきゃいかんという形になっておるようでございまして、これが全国に１０カ所ぐらい今あるん

ではないかなと思います。そういう形で町営住宅を民間にすべて任せて、建設から管理まで任せ

て、後はもう一切、そのかわり入居が満たないときは、その９０％満たないときは、その補てん

を町がやりますよという契約です。そういう工法もちょっと検討しながら、本当に住宅事情が逼
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迫しておれば、そういう形になろうし、それからまたトヨタとか、それからまた一戸建ての分譲

住宅という形も、これは当然考えておるわけ。というのが、今築城中学の横に住宅ございますけ

ど、あすこを取り壊します。ここについては、一応分譲住宅でいったらどうだろうかというふう

な考え方も持っております。それをひとつ住宅政策の中で、戸建ての中で分譲入札制度をしなが

ら、民間の方々に分譲していくと。そうすれば自衛隊を退職しようという人は本町に残ってもら

える可能性がありますし、それからまた、トヨタ、日産、自動車関連会社の皆さんも住宅地を求

めてくる場合があろうというふうなことも想定をしておりまして、いわゆる遊休町有地、こうい

うものについても極力そういう一つの住宅用地としての提供もやぶさかではないというふうな考

え方で、今行財政改革の一環の中で一応位置づけをしておるところでございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  西口議員。 

○議員（８番 西口 周治君）  その件に関しては、私提案した本人ですからよくわかっておりま

すし、そうじゃなくて、今何でこういうことを言うかといったら、三位一体の改革というのは、

人間、要は住民がいなければ段々段々悪くなるという政策なんです。 

 今もう完全に移行されておりますし、そうなれば住民がふえるということを念頭に置きながら

やっていかなければいけない。そうすれば、町営住宅というのはもうお金が出せないというので

あれば、民間の今来ている、名前は言いませんけど、各所建てているメーカーがおりますし、そ

ういうところとかが出て、もうどんどん建てていってくれるのであれば、例えばその土地をお持

ちの方の固定資産税に関しましては、当然建ったらどんどん固定資産税高くなりますわね、評価

に応じて変わってきますので、土地、建物等に関しましては、それ相応の減免措置をしてあげて、

建てやすいような環境をつくってあげたらどうでしょうかということなんです。 

 だからＰＦＩで町営住宅を建てるとか、それはいいかもしれませんけど、リスクも大きいと思

います。だからリスクの少ない方法、だから何もお金を補てんしてあげるとか、何をしてあげる

とかいうんではなくて、建てやすいような環境整備です。だから税のちょっと租税関係をちょっ

と下げてあげようかなというふうな、暫定３年間とか、暫定５年間とかいうふうな話で、そうい

うふうな条例をつくって、ほかの人でもいいし、また遊休地を持っている方々もそういうふうな

政策、例えば１０戸以上とか５戸以上とかいうふうなことでくくってあげたら、幾らかでも来て、

そして１人住むところに５戸住むわけだね、５軒。例えば１０軒住むかもわからない。 

 一丁畑住宅みたいなああいう建物を建ててくれば２０何軒住むかもわからない。そういう人た

ちから今度住民税が落ち、そしてこの町の中に同じような税金が生まれてくるという輪廻を私は

考えているだけで、ＰＦＩでどうのこうのとか、何がどうのこうの、町のお金を持っていって町

は負担、そんなのはできんよとかそういうふうな話じゃない。 

 ただ、基本的なところでそういうふうな政策を前向きに打ち出してあげてたら、もしかしたら

来る人もおられるんじゃないか。今一生懸命建てて探して、土地を探して建てませんかというハ
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ウスメーカーさんが多々おるんやから、ほたら築上町に建てたらこういうふうな特典があります

から建てませんかと。例えば売ってくれる人も、例えば宅地がこうありますと、町営の宅地があ

りますよと。ここを買って建てていただいたら５年間実はこういう特別措置がありまして、こん

だけになりますよとかいうふうな話ができる素材をつくる気はありませんかという質問なんです

が。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  税の減免という形でございますけど、これをすれば、あと交付税が減る

可能性もあるんです。独自な形でそういう制度をつくれば交付税が、いわゆる基準財政需要額と

収入額の関係という形で、本来取るべきものを取ってないという形になれば、減らされる可能性

もある。ここんところは今から検討をちょっとさせていただきたいと思いますし、基本的には住

宅が建てば、いわゆる住宅用地と非住宅用地ということで、住宅用地については固定資産税が非

常に非住宅用地に比べれば安くなっておるというふうな現象もありますし、これはもう全国どこ

でも一緒でございますけれど、一応下水道の整備、このインフラ整備をしとけば、ある程度私は

今八津田地区大分住宅が建っております。高塚も大分建っております。そういう形の中で下水道

整備をすれば、家もおのずからとふえてくるんではなかろうかなということで、今のところは下

水道整備で何とか、いわゆる人口が減らないような手だてができればなという、先ほど言った減

免制度についてはちょっと検討させてもらいたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  西口議員。 

○議員（８番 西口 周治君）  下水道整備というのが時間がかかるわけなんですよ。即効性がな

いというのが、これが下水道整備ですので、先ほども言いましたけど、全体計画を早くつくって

いただいて、もうここは浄化槽、ここは農排、ここは都市下水道というふうな環境整備、本当全

体的な環境整備をいち早く仕立てていただいて、そしてもう本当に先ほどもお願いいたしました

けれども、町の持ち物、町の施設から排水、せめて排水だけでも出さないような施策をとってい

ただきたい。これが私は町のとるべき施策だと私は思っております。これは住民のとる施策じゃ

ありません。だから町として進めていかなければいけないと思っておりますので、その辺はよろ

しくお願いしたいと思います。 

 何かことしは青潮ができて、出て、貝が相当悪いというふうな話を聞いております。これはや

はり幾ばくかの影響もあるのかなと思っておりますし、海をきれいに早くして、また昔のこの海

岸でアサリが幾らでもとれるよというふうな土地になることを願いまして、一般質問を終わらさ

せていただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  はい、御苦労さまでございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（成吉 暲奎君）  次に、８番目に１０番、田村兼光議員。（発言する者あり）いやいや、
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時間があるまで行きます。田村議員。 

○議員（１０番 田村 兼光君）  ただいまから久しぶりに一般質問やります。 

 通告どおりよかちょっと左にそれますので、皆さん御了承願います。 

 築上町の３月５日の日に新聞に載りまして、築上町新年度予算案と、８.２％減、８４億

８,７４３万円、財調基金底をつくと、緊急事態と、こういうようなことが新聞に載りまして、

さすがやっぱ町長、副町長以下政治のプロだと。こういうことをやると、町民も余りもう財政が

苦しいからいろんなことは控えちょこうやと、こういうふうになるんじゃないかと私はこういう

ぐあいに考えておる次第でございます。 

 そういうような中で、昨今、このように国を初め最悪の財政状況の中では、小さな地方自治体

はどのように考えてこの苦難を乗り切っていくのかと。また、この苦しい財政状況を乗り越えて

いく、生き延びていくためには、国の施策に従って合併をして、特例債に頼るしか道はないとい

う思いで合併をしたことだと思います。 

 また、これを最大限利用して、町の発展のためにと、夢と希望を託したのです。そのような中

で、合併後初めての町長選がございまして、町民はあなたの甚大な政治的手腕に大きな期待をし

て町長に選んだのだと思います。 

 また、月日のたつのは早いもので、合併してからはや２年が過ぎ、季節的には春が２回やって

来ましたが、我が築上町にはいつになったら春が来るのか町民は首を長くして待っているものと

思います。 

 私も合併後の築上町のますますの発展を願うものの一人であります。多分、町長もそうだろう

と思います。 

 また、過去の２年は合併後の諸問題の整理や今後の施策の基礎づくりなどで大変な苦労があっ

たことだと思われます。 

 また、現状の財政の苦しいのは十分承知の上ですが、ただ苦しい苦しいと言っても、そう簡単

に避けて通れることはできないと思います。なぜかと申しますと、築上町を新川町長に託した町

民の切実な信頼に背を向けることはできるものではないです。町長から見れば、十分町のために

頑張ったつもりでありましょうが、町民の目から見れば、なかなかそのような気配がまだ見つか

りませんというのが現状ではないでしょうか。 

 残すところ任期まであと２年となりましたが、この際、町長の手腕を発揮して、町民の利便性

を考えて、大きいことはしなくても、小さなことでも少しずつでも意に沿うように実施するのが

町長の責務ではないかと思います。苦しい状況の中でやってこそ真の町長であると思いますが、

町長いかがですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  質問の趣旨とはちょっと大分大きくはずれておるみたいですけれど、私
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なりに私は一生懸命です。合併して２年間両町をまとめようということで一生懸命やってきてお

るつもりでございます。そういう形の中で、非常に財政難という形の中で、厳しい事情を味わっ

ているのは、これはもう皆さんも御承知のとおりでございまして、あと２年辛抱すれば何とか春

が来るんではなかろうかなと思っておりますし、今一番寒い時期だと思います。そういうことで

御理解願いたいと思いますし、そういう形の中で、ソフト的な形では、大分私もいい物、築城の

いい物、椎田のいい物というふうなことで採用していきながら、両町民に受け入れられているこ

とが多々あるんではなかろうか。 

 例えば、健康教室では築城のいわゆる各自治会に赴いて行ってる健康教室がございますが、こ

れも椎田の方で段々普及し出したし、それからあと自治会の制度、これはやっぱり大分評価を築

城の自治会、それから皆さん方から評価を受けておるというふうに、私はこれ自負しております

し、こういういわゆる自治会内の話し合いを重視しながら、民主主義を徹底していくという形が

やはりこの町の発展のために肝要ではないかなと考えておる次第でございます。 

 あと、欲を申せばいろんな政策の中でソフト的なもの、いわゆる健康対策、これはもう子供の、

乳幼児の医療費の問題とか、子育て支援、そういうもろもろの問題も、これは合併したからこそ

できるもんであって、両町単独ではできないと、このように考えておる次第でございますし、バ

スの循環バスについても同じでございます。それぞれ評価はしていただいておると、このように

考えておるところでございますし、いろいろ申せば時間切りがないんでございますけど、一応私

なりに一生懸命やっておるということを御理解願いたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  田村議員。 

○議員（１０番 田村 兼光君）  また一生懸命やってもらわんと困ります。 

 そこで今、金がない、金がないと言うけれども、合併をするときに、合併法定内で合併をした

なら、すばらしいこれは条件がありますので、これは皆までは言わんけども、町長たちが一番把

握しておると思います。 

 そこで、地方自治体の行政は、人間と人間関係をリードしていく住民の関係が密着して、かゆ

いところに手を届くようにするのが、これが大原則であります。 

 そこで、本題に移ります。まず、その発展を願う一環としましては、築城地区の願望でありま

す築城養護学校周辺の下渡橋から二口に通ずる土手であります。現在のところは城井川の土手を

利用している状態であり、行きどまりで大変不便であります。本来なら旧築城町で実現したかっ

たけれども、両町にまたがっているので到底できない難問でありましたが、幸い今度合併できま

したので、この上ない最高の条件だと思います。どうかひとつ住民が待ちに待ったこの土手を、

そしてこの不便を便利に、地域住民の願いが実現できるように町長の卓越な手腕で夢を実施して

いただきたいと思います。もし、実施できますと、周辺が里山といいますか、雑種地のように荒

れた土地などあり、環境的にも余りよくないところであり、もしこれが実現しますと工業団地で
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もつくって企業誘致もできるのではないかと思いますが、いかがですか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  御指摘の箇所の道路については、既に下築城の自治会から地区計画書で

上がってきております、順位１番でです。そういう形の中で、できれば用地も大体了解がついて

おれば一番早くできるわけでございますけれど、築城町のときに用地がちょっとできないところ

があったという話も聞いております。そういう状況をクリアしながら、これはやはり両町にまた

がる道路ということで、道路予算の補助金をもらって特例債あとつけるという形になれば非常に

いい事業になりますし、これは、もう一つは、今火葬場をつくっておりますけれど、火葬場への

侵入道路にもなる可能性が出てきました。そしてまた、ごみのＲＤＦの施設の方にも行けるよう

な道路になる可能性も強うございます。 

 そして何よりも消防署が、西部分署が今、前は役場のこの横にありましたけれども、築城の方

に移転してしまったということで、消防自動車の緊急道路ということで、今の椎勝線を通るより

も、あの新しいつくった道を通れば非常にこの高塚地区等々には非常に短縮、時間的に短縮でき

る道路ではないかなと思っておるところでありまして、用地、いろんな諸条件がそろえば、これ

は地区計画に基づいた形、また再編交付金もこれ一応下築城が適応できますんで、何らかの事業

で私は実施したいと、このように考えておるところでございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  田村議員。 

○議員（１０番 田村 兼光君）  そのような姿勢であるということは、大変喜ばしいことでござ

います。それで、そのようなことで、もしできないときには、今度障害児を持つ人たちの念願で

ありました築城養護学校に高等部が設置されるそうです。そうすると今まで近隣の市町村から遠

くの群外の直方養護学校などに通学していた方たちが便利がいいので築城養護学校に恐らく入学

すると思います。そうすると非常に交通の利便性が必要と思われます。そこで今言う、町長が言

うたもろもろの施策の中で、もしそれがお金が足らないときには、この養護学校をひとつ武器に

して、県に因縁をつけてでも、ぜひこれを、いやいや、笑うことやないよ、本当のこと。実はこ

れありましたから。だから土手は県道じゃから、ひとつ人間ごろを巻くのも悪い方もありゃいい

方法もありますから、ひとつこれを粘り強く県と交渉して夢を実現してやってもらいたい。 

 もし、これが実現しますと、地域住民から、いや本当、新川町長でよかったと。これは大歓迎

されることは間違いないです。どうです。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  県の方には養護学校、しかしこれは町道でございますし、これは町の責

任においてやらなきゃならんと思いますんで、県はほかの問題で協力してもらうということで、

話は当然やってもいいんではないかなと思いますし、一応下築城の地区計画１番ということで、

あと用地ができれば、一応これに着手したいと考えております。 
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○議長（成吉 暲奎君）  田村議員。 

○議員（１０番 田村 兼光君）  そのようなことでございますので、終わらさせていただきます。 

○議長（成吉 暲奎君）  御苦労さまでございました。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（成吉 暲奎君）  それでは、一応皆さん方の方に最初私が時間の余裕があれば質問者を追

加してしますので、御了承くださいということで了承をとっております。今４時前でございます。

（発言する者あり）そういうことで進めたいと思います。 

 次は、９番目、７番、西畑イツミ議員。（発言する者あり）西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  西畑です。通告に基づきまして質問いたします。 

 まず、最初に教育問題について、全国学力テストについて質問いたします。昨年の全国学力テ

ストでは、記名式に対する個人情報の漏洩の心配が言われました。現に大阪のある小学校ではテ

ストの資料が配られたり、そういうことが行われております。現場では、結果公表まで半年かか

ったことは、一人一人の子供のつまずきなどの改善につながらないという先生たちの不評をかい

ております。また、答案がないために指導に役立たないとの声が上がっております。また、障害

児が疎外感を持つなどの問題が起こっております。競争と序列化の加速が危惧されておりますが、

なぜこうしたテストや調査を続けるのでしょうか。それは国が教育の目標を子供たちのためでは

なく、学校や教育行政を管理するために利用したいからだと私は思っております。百害あっても

一利なしと、今回限りにすべきと教育評論家の尾木さんも言われております。教育長は、またこ

の４月に実施されるであろう全国学力テストに参加する考えがありますでしょうか。お尋ねいた

します。 

○議長（成吉 暲奎君）  教育長。 

○教育長（神  宗紀君）  今、西畑議員さん百害あって一利なしとおっしゃいましたけれども、

私はそうは思っておりません。常にやっぱり現場の教員というのは、自分が教えてる児童・生徒

がどういう力を持ってるのか、どういう力がついているのか、どういう全国的にはどういう位置

におるのかていうのは当然気になるところです。それは、やはりテスト以外にその結果を知るこ

とはできないわけでございます。 

 御指摘の中で、結果が出るのに時間がかかり過ぎたというのがございましたが、それはことし

の反省点としては意見が出ております。確かにそう思います。半年かかりましたので、後のフォ

ローの時間がないと。それは大きなミスだったと思いますが、本町でも個人情報が絶対漏れない

ようにということを徹底しましたので、子供の個人の成績が外に出ることはありません。これは

今後も厳重に守っていきたいと思っております。 

 毎日担当している、教えている子供たちの動向をつかみ、力をつかんで今後の指導に役立てて

いただきたい。そういうことで今年度も４月２２日に今予定されております。６年生が去年と同
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じ国語と算数、中学３年生は国語と数学ですが、参加したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  前回の全国一斉学力テストには準備を含めると９０億円以上の税

金が投入されてるんです。その予算があるなら少人数学級や教職員をふやすことなど、教育条件

整備に回して、子供の実態に即した教育ができるようにすることが学力を初め、子供の豊かな成

長、発達を保障する道だと思います。 

 ことしも４月２１日に小学校６年生、それから中学３年生を対象に行われると言われておりま

すが、昨年行われたように、学習状況調査もされるのか。また、氏名記入をするのかどうかもお

尋ねいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  神教育長。 

○教育長（神  宗紀君）  学習状況調査というのも、僕は先ほど給食の話の中で、朝御飯を食べ

て来ない子供の実態をつかめて、数字も実はことしの学力テストのときの調査の結果でございま

す。やはりそういう子供たちの動きがわかる、それがつかめれば対策も立てられる、そういう意

味から当然それは行っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  当然行いたいと言われますが、昨年の一斉学力テストでは、学力

について調査するだけでなく、生活保護や就学援助を受けている人数とか、校長の学校運営にか

かわることまで調べております。そういう必要があるのかどうか、ことしも昨年と同様の内容で

行われるかどうかというのはわかりませんが、そういう生活保護とか就学援助がどうして学力に

必要なんでしょうか。教育長はどうお考えでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  教育長。 

○教育長（神  宗紀君）  生活保護、あるいは準要保護の家庭については、もう十分学校はつか

んでおりますから、それを調査をしなくても私は結構ではないかと思ってます。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  そうすると、４月２１日に行われます学力についての調査のほか

に、そういう生活部分については参加しないていうこと、行わないていうことでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  教育長。 

○教育長（神  宗紀君）  昨年そういう生活保護とか準要保護の家庭の調査があったと、ことし

またそれが続けて行われるかどうかていうのは極めて流動的やないかて、私の想像ですけど、そ

ういうふうに思います。さっき言った学習状況の状況なんかをつかむには、これは大事だと思う

んで、多分その辺の変更は考えられると思います。どういうふうなことでことしが行われるのか
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というのは内容はわかっておりませんので、今のところは全国の流れにやっぱり従っていきたい

と、こういうふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  わかりました。全国の流れに沿って行っていくんであれば、本来

の学力調査は民間企業丸投げでなく、父母や教職員代表も含めた第三者機関によって行い、全員

でなく抽出で無記名でやるべきです。学習指導要領の中身が適切か教育条件、１学級当たりの人

数などが子供の学力との関係はどうかなどの調査の対象とすべきです。調査に当たっては、子供

と保護者に十分説明し合意を得る必要がありますが、この合意を得るような話し合いをされるお

考えでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  教育長。 

○教育長（神  宗紀君）  ４月の２２日にことしは予定されておりますんで、もう時間的にはと

ても無理だというふうに思います。町内で今まで反対があったと、親の反対もあったと、そうい

うふうなことを聞いておりませんので、私は問題がなかったというふうに把握しております。し

たがって、ことしもそのまま進めたいというふうに思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  時間的に無理ていうことですが、４月２２日に行われるというこ

とが早くわかっておれば取り組みもできたんでしょうけど、中身もまだ公表されておりませんの

で、教育長も大変だろうと思いますが、やはり子供と保護者に十分説明をするていうのがこの実

施に当たって必要だと私は考えておりますので、ぜひ機会をとらえてでも、こういう学力調査は

必要なんだていうことを十分わかるように説明していただきたいと思います。 

 次に、小中学校の普通教室への冷暖房設置についてお尋ねいたします。文部科学省は学校環境

衛生の基準を定めています。判定基準として冬期では１０度以上、夏期は３０度以下であること

が望ましい。また、最も望ましい温度は、冬期では１８度から２０度、夏期では２５度から

２０度である。相対湿度は３０から８０％であることが望ましいとしております。蒸し風呂状態

の教室で勉強に集中できない、こんな切実な声が昨年上がりました。ことしも昨年同様暑い日が

続く傾向にあると思います。教室温度の実態調査をする考えがあるのかを教育長にお尋ねいたし

ます。 

○議長（成吉 暲奎君）  教育長。 

○教育長（神  宗紀君）  では、ちょっと課長にかわります。 

○議長（成吉 暲奎君）  課長。 

○学校教育課長（中村 一治君）  今の築城、築上町の学校の中で冷房が入っているところは、築

城小学校、築城中学校、下城井小学校、それから八津田小学校、椎田小学校、葛城小学校（発言

する者あり）葛城入ってないですね、そのくらいだと思います。 
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 それと中学校につきましては、築城中学校、椎田中学校が冷房が入っております。あとの西角

田、葛城、小原、上城井は普通教室には入っていません。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  その冷房については入ってるところと入ってないところはわかり

ますので、昨年と同様にことしも多分暑くなるであろうと思いますので、その温度の調査をなさ

るかどうかというのをお尋ねしたんです。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○学校教育課長（中村 一治君）  昨年もやってません。今議員が言ったので、ことしもやる計画

は今のところなっておりません。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  町長にお尋ねいたします。学力向上を今言っておりますが、文部

科学省も夏は３０度以下であることが望ましい、最も望ましい温度は２５度か２０度が望ましい

としてますので、ぜひ学校の温度調査を実施していただきたいと思いますが、これは予算が伴う

ことですので、町長にお尋ねいたします。実態調査をなさるかどうかということ。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  これはもうやっぱり教育委員会の権限で調査をしてもらって、もし必要

であれば予算措置を要求してもらうという形になろうかと思いますんで。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  予算措置が要るから町長のお考えを聞いたわけですから、予算措

置が要る場合でも、これは学校教育においては教育長の権限で行われるということですね。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  教育長の権限ではございません。教育委員会でございます。そういこと

で、教育委員会から要望があれば、財政と相談しながら当然実施に向けた方向では、ほかの学校

に入っておれば入ってない学校も当然やっぱこれは私はするべきではなかろうかなと思っており

ますし、予算の範囲で、まあそういうことでございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  はい、わかりました。そうすれば、教育委員会の方に要望してい

かないといけないということで、教育委員会の方に要望していきたいと思います。 

 次に、原油高等による農水畜産業者への支援について、助成の考えがあるかお尋ねいたします。

これだけ原油が高騰している中で、広い範囲にわたって暮らしや営業が大変になってます。漁業

者やビニールハウスなどの施設農家等への燃料代の直接補助を初めとした緊急対策が必要です。

福岡県も原油価格の高騰に伴う中小企業、各業種、県民生活等への緊急対策を実施してます。ま

た、国の方も福祉灯油は寒冷地に限定しないこと、老人ホーム等に対する暖房、燃料費高騰分や



- 156 - 

公衆浴場に対する助成、農林漁業者に対しては燃料費助成、ビニール代への補助などを実施して

いますが、町として国や県よりも、国や県が行っております助成について上乗せをするような考

えがありますか。また、相談の対応はしておりますか、お尋ねいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  原油高とか飼料高とかいろいろあります。そういうのをすべて町が補助

しよったらどうなると思います。また、財政的にできないのは当然当たり前であろうと思います

し、やはりそういう原油高とか飼料高という形になれば、農産物を売る価格に転嫁して、自由主

義経済というものを考えてみれば、一応出荷価格、市場での価格が上げられるのが当然であって、

そうしないと今度は品薄になります。だから、品薄になれば農産物の価格が上がります。だから

共産主義経済と自由主義経済の違いということで、行政はそういう価格操作まではいたしません。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  行政は価格調整まではしないということですが、相談の対応はさ

れるわけでしょ。いろんなところが大変だから、こういう対策がありますかて相談に見えたとき

は、その対応をされるということでしょ。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  専門的な技術は農業改良普及所等々が持っておりますし、そこへの仲介、

一応、冷暖房費とかいろいろ燃料費、そういうものが極力使わないで済むような生産過程という

ものは当然相談には乗る必要があろうかと思いますけど、直接のいわゆる助成というのは全く考

えておりません。そういうことです。（発言する者あり）いや、そういういろんな相談があれば

当然相談に乗って、専門的な分野のところを紹介していくと。町には相談してきてすべて解決で

きるという能力はございませんので、農業普及改良所、改良事務所、それから試験場とか、いろ

んなところでノウハウを持ってる場合があると思うんで、その分についてはちゃんと相談に乗り

ながら発信をしていく形になろうと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  町がすべて、町がすべてそういう対策について対応できるほどの

人材もないから、それはわかります。でも、専門分野に紹介するようにしてるというふうになれ

ば、そういう対応しておりますというようなお知らせもすべきじゃないかと思うんです。ていう

のが、本当にこの原油高、原油価格が高騰しとって大変困ってる人が多いんで、こういう制度が

あります。県の方のホームページにはたくさんの助成の項目があって、新設の部分もある。こう

いうところはこういう課に行って相談してくださいって電話番号まで載せてます。だからそうい

うような対応を町もしていただきたいということなんです。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  県がやっておるんで一応県、ここ県の担当部長等々の紹介は当然やりま
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すんで、築上町のホームページに載せるとかそういう形じゃなくて、こういうところでこういう

相談事は受けておるよということは当然やりますし、相談に来なければやっぱ一応何ていいます

かね、そういう形で相談したい人がおれば町に直接来ると思うんです。農業生産活動やっておる

方は町なり農協なりに何か対策はないかということで相談に来ると思いますし、すべてが至れり

尽くせりで、そういう形では私はしなくていいんではなかろうかなと思っております。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  きめ細かい対策、支援対策をとるのが、やはり行政の役割だと私

は思います。私はホームページに載せてくださいとか、県のホームページに載ってますて言った

んです。だから相談したい人は直接来るだろうとかそういうふうな言い方じゃなくて、もっと親

切な対応をしていただきたいということです。いいです、もうそれは。町長はすべてのことはで

きない、ただ相談に来れば専門機関を紹介するということですので、大いにそういう専門機関を

紹介してあげていただきたいと思います。 

 次に、子育てについて、子育て支援についてお尋ねいたします。まず、初めに病児・病後児保

育の取り組みについてを質問いたします。次世代育成計画の中に、病児・病後児保育を取り組む

ようになっていますが、築上町での取り組みについてお尋ねいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○健康福祉課長（吉留 久雄君）  病児・病後児保育の関係でございますけども、福祉課の吉留で

ございます。現在、各保育園では３８度以上になった場合に親御さんに連絡して迎えに来ていた

だく。そしてその中で迎えに来られないお母さんたちがいらっしゃいますので、その場合は迎え

に来るまで、夕方まで各その医務室等で預かっている現状だと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  この病児・病後児保育は少子化対策の中で母親の安心して働ける

環境づくりにも上がっておりますので、先ほど町長は２年後には春が来ると言われましたので、

ぜひ病児・病後児保育にも取り組んでやってもらいたいと思います。 

 次に、子供のインフルエンザ予防接種無料化について質問いたします。大人の場合は６５歳以

上の方にはインフルエンザの予防接種の補助がありますが乳幼児にはありません。子育て支援と

しても、ぜひ実施してもらいたいんですが、実施する考えがあるのかを町長にお尋ねいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  担当課長。 

○住民課長（遠久 隆生君）  住民課の遠久です。県内の子供のインフルエンザの助成の状況でご

ざいますが、朝倉市が満１歳以上から中学校就学前の幼児・児童に対して２回を限度に全額助成

しております。それから、東峰村では１歳以上から６４歳以下を対象に自己負担１,０００円以

外を助成しております。小学生以下は自己負担１,０００円で２回接種を助成しておる状況でご

ざいます。それからもう一つ、上毛町では、１歳から小学校６年生までを２回接種で４,０００円
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までを助成しております。 

 以上が３市町村で助成している状況でございます。本町では子供は宝ということで、ぜひした

いんでございますが、議員さんも御承知のとおり、今財政的にお金がないということで、将来的

な課題かと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  インフルエンザの予防接種は、今新型インフルエンザの問題でい

ろいろとマスコミも報道しておりますので、これはやはり命にかかわることですので、ぜひ２年

の春を待たずに実現していただきたいと思います。少子化対策としてぜひ取り組んでください。

町長にはお金がないていうことを盛んに言われますが、これは築上町にとっても、国にとっても

大変重要な子供たちを守る意味からも、ぜひ実現できるように努力していただきたいと思います。 

 次に、済いません、急いで。 

○議長（成吉 暲奎君）  はい、続けてください。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  後期高齢者医療制度について、福岡県後期高齢者医療広域連合議

会の審議内容について質問いたします。 

 先般２月１日に後期高齢者医療広域連合議会が行われたと聞きました。どのようなことが審議

されたのかを報告をお願いいたします。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  一応２０年度の予算と、それから条例が審議をされまして、１名か２名

か反対意見がございまして、後は全部賛成ということで、私も連合の提案に賛成をしたところで

ございます。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  その中で、広域連合独自の軽減策については話されましたでしょ

うか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  私は話しておりません。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  そうすると、築上支部の中でも話しておりませんでしょうか。築

上支部と言われた。ああ、築上じゃない、豊築支部。何か前回聞いたときに、連合議会だけじゃ

なくて、豊築の中でも話し合いをするというようなことをおっしゃいましたが（「介護保険」と

呼ぶ者あり）それは介護保険ですか。広域連合はないんですね。（発言する者あり）いや、いい

です、わかりました。 

 そうすると、この資格証明書の発行については、無年金者と言われる人たちが保険料を払いた
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くても払えない特別な事情の対象者とみなし、資格証明書はこれまで同様適応除外とすべきです

が、このことについても話されておりませんか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  私は発言をしておりませんし、議事録があれば後でコピーして差し上げ

ますので、それ見てください。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  もっと親切に答えてくださいていつも言うでしょ、そんな言い方

しないでください。議事録を確かにもらえばわかるでしょうけど、だれがどういう発言したかと

かいうのはホームページには載っておりません、議題だけしか載っておりませんので、そういう

言い方をするんじゃなくて、町長は広域連合議会であったことは議会で報告するようにしてもら

いたいと思いますので、もう少し親切に、わかるように言っていただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  行政報告で今後はやりたいと思いますので、しかし、大体ほとんど原案

どおり可決をしていっておると。だから私が発言したことは報告できるが、ほかの人が発言した

ことまで私は報告できませんよ、それは、当然。そうでしょ。だからあと議事録をコピーして差

し上げますんで、それを見て参考にしてくださいと。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  だからそういうふうにおっしゃっていただければいいんであって、

先ほどは少し破れたような言い方をされたもんです（発言する者あり）いいえ、顔に出ておりま

す。（笑声）（発言する者あり）はい、わかりました。 

 そうすると、そういう資格証明書発行についてのこととか、連合議会独自の軽減策とかは話が

出てないていうことがわかりましたので、これは連合議会に向かっての働きかけをしていかない

といけないちゅことを今感じました。 

 次に、（発言する者あり） 

○議長（成吉 暲奎君）  課長。 

○住民課長（遠久 隆生君）  済いません、広域連合独自の減免制度については質問が出ておりま

す。そして事務局の方から検討していきたいというような回答は出ております。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  今、町長はその独自の軽減策があるかて聞いたら、ないていうふ

うに答えられたから、それは多分、町長が質問しなかったからないていうふうにおしゃったんだ

と思うんですけど、審議内容ですから、ほかのその議会で審議されたことも、やはりこれは大事

なことですので、独自の軽減策があるかないかていうのは、やはり大切なことですので、４月か
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ら始まることについては大切なことなんで、そういうことは抜かさないようにおっしゃっていた

だきたい。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  いつも西畑議員が介護保険のときにするような質問が、水巻の議員から

出ておりました。大体同じ質問です、介護保険のときと。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  はい、わかりました。 

 広域連合の独自の軽減策があるということで、この４月から後期高齢者医療制度が実施されま

す。内容がわかればわかるほど、今７５歳以上の人をなぜ切り離して差別するのかという声が起

こっておりますので、これは皆さんにぜひお知らせしたいと思います。独自の軽減策があるとい

うことで、お知らせしていきたいと思います。 

 次に、５番目の医療費の減免制度についてお尋ねいたします。１２月議会の委員会でお尋ねし

たときには、この減免申請は条例化しないとだめですと言われましたので、改めて低所得者の医

療費の減免申請ができるように条例化をしてもらいたいと思います。医療費の一部負担金の減免

については、国民健康保険法第４４条に減免制度を実施することができると規定されています。

医療費減免制度の創設をぜひしてもらいたいと思いますが、町長はどうお考えでしょうか。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  西畑議員は何もかも減免せろとか、負けろとかね、支給せよとか、そう

いう質問が多いんですけど、もう今は町の財政事情を考えていただければ多分おわかりのことと

思いますけれども、非常に裕福な苅田町でさえこういう減免制度はございません。そういう形の

中で、この減免制度というのは国保、そうすれば社会保険の皆さんにも減免制度という形になっ

てきますし、同じ取り扱いしなければなりませんし、非常にこれはやっぱり保険制度の中で、減

免という形のものは非常に難しい問題だろうと考えております。税の減免でさえ難しいのに、医

療費を減免せよということは到底今の築上町では考えられない状況でございます。 

 以上です。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  私がいつもいつも言うていうのは、これは要求があるから言うん

であって、それをどうするかていうのは町長の力なんですから、２年後には云々て言われました

ように、町長が考えてやるべきことでしょ。財政、その予算を執行するに当たっては。私は町民

の要求を町長やそれぞれの担当課長に話す、お願いをするわけであって、だから私がすべて言う

て、財政難のことはわかっております。わかってますけど、今本当に大変なんですよ。特に、低

所得者については病院に行きたくても行けないで、じっと家の中で我慢してるていう人がいっぱ

いいるんです。だから、こういう人たちに対して減免制度ていうのがあればできるていうことな
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んで、ぜひそういうことはできないかどうかて、減免要綱をつくればできるということなんで、

減免要綱でもつくってもらえればということで、私は話してるんであって、財政難だからとか言

って一方的に切らないで話は聞いてほしいと思います。 

 それで、国民健康保険の第４４条には、保険者は特別な理由がある被保険者で、保険医療機関

等に第４２条または前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに

対し、次の各号の処置をとることができると書いております。 

 ちょっと読みます。１、一部負担金を減額すること、２、一部負担金の支払いを免除すること、

３、保険医療機関等に対する支払いにかわって、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴

収を猶予することていうふうに書かれております。病院に行くのにお金がない、何とかしてほし

いていう人たちの気持ちをぜひくみ取っていただきまして、制度がないというような対応をしな

いように、申請に対する審査基準を備えることを町の方にお願い申し上げます。 

 また、国のこの国民健康保険法第４４条の精神を生かすように、ぜひ何ていうんですかね、生

かすように職員の方も町長もこれをもっと検討していただきたいと思いますので、財政難で大変

とは思います。でも、命にかかわることですので、ぜひ考えていただきたいと思います。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  基本的には非常に難しい問題です、これ。本来なら国の制度の中で私は

やってもらうべきであって、一小さな自治体がここまで踏み込んでやるのかという形になれば、

本当の地方自治が確立されて、すべてが自立自興でやるような町になったときに、財政と相談し

ながら私はやるべき問題だろうと考えております。本来なら国の制度の中で、こういう低所得者

に対してはこういう減免制度がある。そしてその分を減免したときは国が補てんしますと、そう

いう一つの考え方が出てきたときに私は自治体として実施すべきだろうと、このように考えてお

りますので、今の制度自体では非常に一自治体で私はやるのは非常に難しい、困難な問題だと考

える。今後検討はしてまいります。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  国の制度ですので、そうすると、町長は国の方にこういう減免制

度があるので、財政的裏づけをするようにというようなことを強く要求していただきたいと思い

ます。そうすれば、町独自のお金を使うことなく、また病院にかかりたくても、かかれない困っ

た、本当に困った人たちの助けになりますので、国の方にはぜひこういう制度、自治体でも活用

できるようにしてほしいということを要望していただきたいと思いまして。 

○議長（成吉 暲奎君）  新川町長。 

○町長（新川 久三君）  国の制度が、イギリスはすべて無料なんですよ、病気して病院にかかる

とき。そういうやっぱり社会福祉制度に国が移行してもらわなければ、今の日本の医療制度では

非常に難しい問題であるという。それで、よく私も言いますけど、西畑議員さん側からも、この
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前の日米の再編の関係でも非常に詳しい情報を持っておりましたし、国会の方、議員さんの方か

らもぜひお願いしていただきたいと、このように考えております。 

○議長（成吉 暲奎君）  西畑議員。 

○議員（７番 西畑イツミ君）  私もそれは運動として行いますけどね、町長が言うのと、一議員

が言うのとは全然重さが違うんですよ。だから、町長もそういう要望をしてほしい、働きかけを

してほしいと言ってるんであって、それは当然、これはそういう制度がありながら利用できない

制度であれば、国の方に自治体で利用できるようにすべきだということは働きかけをしないとい

けないと思ってます。でも、一議員よりも町長の方が力は強いと思いますので、ぜひそういう要

望をしていただきたいと思いまして、私の質問をこれで終わります。 

○議長（成吉 暲奎君）  はい、御苦労さんでございました。 

 長らくお疲れさまでございました。これで本日の一般質問を終わります。残りの質問につきま

しては、あす１２日、１０時から行います。 

────────────・────・──────────── 

○議長（成吉 暲奎君）  本日はこれで散会いたします。 

午後４時20分散会 

────────────────────────────── 


